
第６回日高地域等における大規模氾濫減災協議会 

 

日時：令和３年２月 17 日（水）15:00～16:00 

開催方法：ＷＥＢ開催      

 

議 事 次 第 

 

１．開会挨拶 

 

２．出席者紹介 

 

３．議事 

（１）協議会での流域治水の進め方について 

（２）切目川流域治水プロジェクト【素案】 

（３）南部川流域治水プロジェクト【素案】 

（４）日高川流域治水プロジェクトの中間報告 

 

４．閉会 

 

 

【配付資料】 

・議事次第 

・出席者名簿 

・資料１  協議会での流域治水の進め方について 

・資料２① 切目川流域治水プロジェクト【素案】 

・資料２② 南部川流域治水プロジェクト【素案】 

・資料３  日高川流域治水プロジェクトの中間報告 

 

（参考資料） 

・参考資料１  日高地域等における大規模氾濫減災協議会規約 

・参考資料２  気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について（答申概要資料） 

・参考資料３① 流域治水対策等の主な支援事業 

・参考資料２② 流域における対策事例について 

・参考資料４  令和３年度予算概要（抜粋） 
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協議会での
流域治水の進め方について

資料１

１
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【背景】
○令和元年東日本台風をはじめ、平成30年７月豪雨や平成29年九州北部豪雨等、
近年激甚な水災害が頻発。

○さらに、今後、気候変動による降雨量の増大や水災害の激甚化・頻発化が予
測される。

○このような水災害リスクの増大に備えるために、河川・下水道等の管理者が
主体となって行う対策に加え、氾濫域も含めて一つの流域として捉え、その
河川流域全体のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水災害を軽減させる治
水対策「流域治水」への転換を進めることが必要。

【目的】
○流域全体で緊急的に実施すべき流域治水対策の全体像を「流域治水
プロジェクト」として策定・公表し、流域治水を計画的に推進

●流域治水について

２
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●流域治水について

３
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●スケジュール

対象：３水系（日高川、切目川、南部川）

日高川

R2年10月29日：日高川流域治水協議会
(日高川流域治水プロジェクト【素案】の策定、公表)

R2年12月～R3年1月：日高川流域市町
ヒアリング(課題抽出、対策の検討)

R3年1月：減災協議会(規約変更：流域治水の内容、構成員追加)
※日高川流域治水協議会の取組を本減災協議会に移行

R3年2月17日：減災協議会
(「日高川流域治水プロジェクト 中間報告」 、 「切目川、南部川流域治水プロジェクト【素案】」)

R3年度：
印南町（切目川）、みなべ町（南部川）
ヒアリング（課題抽出、対策の検討）

R4年3月まで：減災協議会 幹事会・協議会
（「切目川、南部川流域治水プロジェクト」の策定）

R3年出水期まで：減災協議会 幹事会・協議会
（「日高川流域治水プロジェクト」の策定）

切目川、南部川

※その他の水系も順次、流域治水に取り組んでいく

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

４
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●河川における対策：堤防整備、護岸工

○日高川の若野地区や和佐地区では、洪水時の水位を安全に流下させるため、
堤防整備や護岸工を実施。

標準断面図

位置図

▽HWL

護岸工

堤防整備

若野地区（右岸側） 和佐地区（左岸側）

若野頭首工

若野

和佐

日高川

写真①写真②

写真①

写真②江川

日高川

江川

日高川

５
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●河川における対策：河道掘削、護岸工

○西川では、本川だけでなく、東裏川を含む支川についても、洪水時の水位を
低下させるため、河道掘削や護岸工を実施

平成23年9月台風12号

床上浸水 1戸
床下浸水 14戸

写真①

写真②

写真②

写真①

標準断面図

６

西川

西川

両岸の矢板護岸が整備済の状況（右岸側は笠コン未整備）

左岸側の矢板護岸が整備済の状況
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古屋地区

●河川における対策：堤防整備、河道掘削

○切目川の古屋地区では、洪水時の水位を安全に流下させるため、堤防整備等
を実施。

標準断面図

位置図

７

写真①

切目川

写真①
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筋地区

●河川における対策：堤防整備、河道掘削

○南部川の筋地区や支川である古川の晩稲地区では、洪水時の水位を安全に流
下させるため、堤防整備等を実施。

標準断面図

位置図

８

写真①

As
As

6.50

2.752.75

0.50 0.50

0.50

(6.51)

▽9.075

4.00 10.00 6.00 75.00 6.00 10.00 4.00

1:2.01:2
.0

1:2
.0

学校橋

写真②

古川

南部川

晩稲地区

写真①

写真②
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●平成２３年９月の紀伊半島大水害を契機に、さらにダムの空き容量を確保するため、
大規模な出水が予測される場合には、本来は発電用に貯めている容量についても、
河川管理者の判断により、事前に放流することができる協定を関西電力(株)と締結。
平成２４年６月より、全国に先駆けて事前放流の運用を導入。

椿山ダム

（容量配分図（洪水期）） ※概念図であり、縮尺や縦横比等は異なる。

容量
(A)

＜対象ダム＞
椿山ダム、二川ダム、七川ダム（多目的ダム）
殿山ダム（利水ダム）

＜実績(R3.1時点)＞
椿山ダム３回（H26,H30,R1各１回）
※４ダム計５２回

●流域における対策：椿山ダムにおける事前放流

９
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●流域における対策：砂防堰堤工

○伊佐の川流域において砂防堰堤新設や既設砂防堰堤の改良により、谷底平野
にある日高川町役場中津支所、消防署、日高高校中津分校、人家等を土砂・
洪水氾濫や流木の流出から保全する。

日高町役場中津支所

日高高校中津分校

伊佐の川流域：A=11.0km2

既設砂防堰堤の改良

伊佐の川砂防堰堤 岩の谷川砂防堰堤

砂防堰堤の新設

あたぎ谷川砂防堰堤

あたぎ谷川砂防堰堤（新設）

伊佐の川砂防堰堤（改良）

岩の谷川砂防堰堤（改良）

位置図

１０
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●水源林造成事業は、奥地水源地域の民有保安林のうち、所有者の自助努力等によっては適正な整

備が見込めない箇所において、針広混交林等の森林を整備することにより、森林の有する公益的

機能の高度発揮を図る事業

●水源林造成事業地において除間伐等の森林整備を計画的に実施することで、樹木の成長や下層植

生の繁茂を促し、森林土壌等の保水力の強化や土砂流出量の抑制を図り、流域治水を強化促進

●本地域では水源林造成事業地は、約165箇所（森林面積 約6千ha）であり、流域治水に資する除

間伐等の森林整備を計画的に実施（令和３年度においては、約２００haの森林整備を予定。）

●流域における対策：水源林造成事業による森林の整備・保全

針広混交林 育成複層林

水源林の整備

間伐実施前 間伐実施後

森林整備実施イメージ

水源林造成事業地

水源林造成事業地

１１
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●ソフト対策：タイムラインの作成・ハザードマップの整備

○想定最大規模降雨に伴う洪水対応防災行動計画（タイムライン）の作成及び
関係機関の連携状況等を踏まえた精度向上及び訓練の実施

○想定最大規模洪水対応ハザードマップの作成・配布

タイムライン ハザードマップ

・重信川（啓発面）

（御坊市HPより）

・御坊市（日高川）タイムライン

（啓発面）

１２
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⬤被害対象を減少させるための対策⬤氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

氾濫水を減らす［県］

「粘り強い堤防」を目指し
た堤防強化等

安全に流す
［県、町］
河床掘削、砂防堰堤、雨水
排水施設等の整備

⇒切目川の治水対策、
砂防堰堤、渓流保全、
山腹工、渓間工
消波工
など

避難体制を強化する［県、町］
長期予測の技術開発、
リアルタイム浸水・決壊把握、
防災情報の充実

⇒避難場所の安全レベル設定、
防災ナビアプリの普及啓発、
水位計・監視カメラの設置、
タイムラインの作成、
ハザードマップの整備

経済被害の最小化［企業、住民］
工場や建築物の浸水対策、BCPの策定
⇒県でBCP策定ワークショップを
開催

住まい方の工夫［企業、住民］

不動産取引時の水害リスク情報提供、
金融商品を通じた浸水対策の促進

⇒宅建業法改正水害リスク情報
の重要事項説明が義務化

土地のリスク情報の充実［県］
水災害リスク情報の空白地帯解消等

⇒県管理河川の全ての区間で
氾濫推定図を検討中

支援体制を充実する［国、企業］
官民連携によるTEC-FORCEの体制
強化

よりリスクの低いエリアへ誘導／住まい方の工夫
［県、町、企業、住民］
土地利用規制、誘導、移転促進
不動産取引時の水害リスク情報提供、金融による誘導の検討

⇒宅建業法改正水害リスク情報の重要事項説明が義務化ためる、しみこませる
［国、県、町、企業、住民］
雨水貯留浸透施設の整備、
田んぼやため池等の治水利用

⇒間伐等の森林整備

⬤被害の軽減、早期復旧
・復興のための対策

※具体事例がないところも含め今後検討を進めていく

二級水系
流域治水プロジェクト

資料２①切目川流域治水プロジェクト【素案】
～農業が盛んな町、印南町を流れる切目川における流域治水～

ためる
［県、利水者］
利水ダム等において貯留水

を事前に放流し、水害対策
に活用

［県、町］
遊水地等の整備・活用

氾濫水を早く排除する
［国、県、町等］
排水門等の整備、排水強化

⇒排水ポンプ車、可搬式ポンプ

被害範囲を減らす［県、町］
二線堤等の整備
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切目川 堤防整備、護岸工、
河道掘削、橋梁架替、堰改築

切目川

●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
【河川における対策】

・切目川：堤防整備、護岸工、河道掘削、
橋梁架替、堰改築

【流域における対策】
・切目川ダムによる洪水調節
・砂防堰堤工、渓流保全工
・山腹工
・渓間工
・消波工
・間伐等の森林整備

●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・水位計・監視カメラ等の設置
・洪水ハザードマップの作成・周知
・避難場所の安全レベル設定や和歌山県防災ナビアプリ
の普及啓発等による迅速な避難行動の促進
・避難所の安全対策、誘導体制等の構築・強化
・観測・情報発信・警報設備等の構築・強化
・防災教育や避難訓練等の実施
・避難時間確保のための体制等の強化
・排水ポンプ車、可搬式ポンプ 等

凡 例
県管理区間

流域界

河川における対策

流域における対策

浸水範囲

（昭和63年9月豪雨）

平成23年9月洪水氾濫状況
（印南町宮ノ前地内）

畑峰峠谷川砂防事業

小谷川砂防事業

島田浪際海岸防災林造成事業

宮ノ前大野田山治山事業

古井津呂治山事業

○切目川流域において、昭和63年9月洪水と同規模の水災害による被害を軽減するための治水対策を行うとともに、流域における事前防災対策を推進
し、浸水被害の軽減を図る。

二級水系
流域治水プロジェクト

切目川流域における河川及び治水関連事業

※具体事例がないところも含め今後検討を進めていく
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⬤被害対象を減少させるための対策⬤氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

氾濫水を減らす［県］

「粘り強い堤防」を目指し
た堤防強化等

安全に流す
［県、町］
河床掘削、砂防堰堤、雨水
排水施設等の整備

⇒南部川などの治水対策、
砂防堰堤、渓流保全、
山腹工
など

避難体制を強化する［県、町］
長期予測の技術開発、
リアルタイム浸水・決壊把握、
防災情報の充実

⇒避難場所の安全レベル設定、
防災ナビアプリの普及啓発、
水位計・監視カメラの設置、
タイムラインの作成、
ハザードマップの整備

経済被害の最小化［企業、住民］
工場や建築物の浸水対策、BCPの策定
⇒県でBCP策定ワークショップを
開催

住まい方の工夫［企業、住民］

不動産取引時の水害リスク情報提供、
金融商品を通じた浸水対策の促進

⇒宅建業法改正水害リスク情報
の重要事項説明が義務化

土地のリスク情報の充実［県］
水災害リスク情報の空白地帯解消等

⇒県管理河川の全ての区間で
氾濫推定図を検討中

支援体制を充実する［国、企業］
官民連携によるTEC-FORCEの体制
強化

よりリスクの低いエリアへ誘導／住まい方の工夫
［県、町、企業、住民］
土地利用規制、誘導、移転促進
不動産取引時の水害リスク情報提供、金融による誘導の検討

⇒宅建業法改正水害リスク情報の重要事項説明が義務化ためる、しみこませる
［国、県、町、企業、住民］
雨水貯留浸透施設の整備、
田んぼやため池等の治水利用

⇒ため池改修、
間伐等の森林整備

⬤被害の軽減、早期復旧
・復興のための対策

※具体事例がないところも含め今後検討を進めていく

二級水系
流域治水プロジェクト

資料２②南部川流域治水プロジェクト【素案】
～南高梅発祥の地であるみなべ町を流れる南部川における流域治水～

ためる
［県、利水者］
利水ダム等において貯留水

を事前に放流し、水害対策
に活用

［県、町］
遊水地等の整備・活用

氾濫水を早く排除する
［国、県、町等］
排水門等の整備、排水強化

⇒排水ポンプ車、可搬式ポンプ

被害範囲を減らす［県、町］
二線堤等の整備
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●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
【河川における対策】

・南部川：堤防整備、河道掘削、
護岸工、樋門改築

・古川：河道拡幅、橋梁架替、堰改築

【流域における対策】
・砂防堰堤工、渓流保全工
・山腹工
・ため池改修
・間伐等の森林整備

●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・水位計・監視カメラ等の設置
・洪水ハザードマップの作成・周知
・避難場所の安全レベル設定や和歌山県防災ナビアプリ
の普及啓発等による迅速な避難行動の促進
・避難所の安全対策、誘導体制等の構築・強化
・観測・情報発信・警報設備等の構築・強化
・防災教育や避難訓練等の実施
・避難時間確保のための体制等の強化
・排水ポンプ車、可搬式ポンプ 等

凡 例
流域界

河川における対策

流域における対策

浸水範囲

（昭和63年9月豪雨）

南部川 堤防整備、河道掘削

古川 堤防整備、護岸工、
橋梁架替、堰改築

平成23年9月洪水氾濫状況
（みなべ町筋地内）

つづら谷川砂防事業

井戸ノ谷川砂防事業

方丈谷川砂防事業

上の谷池ため池改修

島
ノ
瀬
ダ
ム

島之瀬奴多ノ平治山事業

○南部川流域において、昭和63年9月洪水と同規模の水災害による被害を軽減するための治水対策を行うとともに、流域における事前防災対策を推進
し、浸水被害の軽減を図る。

二級水系
流域治水プロジェクト

南部川流域における河川及び治水関連事業

※具体事例がないところも含め今後検討を進めていく
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日高川流域治水プロジェクト
の中間報告

資料３

１
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【市町の取組】 下線：紹介市町

○ため池管理者に点検、事前放流・低水位管理を依頼 【日高川町】

〇民間事業者による土砂堆積箇所の砂利を採取 【田辺市】

〇支川の水位を低下させるため、大規模出水前に農業用樋門を操作
【美浜町】

〇市町独自の水位計、河川監視カメラを設置
【美浜町、日高町、日高川町】

〇可搬式ポンプの配備 【御坊市】

〇農振地域の農転の監視を強化 【美浜町、日高町】

など

●日高川流域の市町の取り組み

２

令和２年１２月～令和３年１月にかけて
日高川流域市町のヒアリング(課題抽出、対策の検討)を実施
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〇ため池管理者に点検、事前放流・低水位管理を依頼

●日高川町では、
ため池管理者にため池の
管理点検、事前放流・低
水位管理を依頼

（依頼例）
・かんがい期：
大雨が予想されるとき
は用水量の確保に留意
しつつ事前放流による
水位低下

・非かんがい期：
低水位管理の徹底

３

日高川町
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〇民間事業者による土砂堆積箇所の砂利を採取

４

●田辺市では、民間事業者による砂利堆積箇所の砂利を採取

⑦、⑧②、④、⑥

①

③、⑤

田辺市

（実施箇所：田辺市龍神村）

〇日高川
①龍神村福井 ：約1,100m3（R2 .1月）
②龍神村甲斐ノ川：約1,400m3（H31.1月）
③龍神村小家 ：約1,600m3（H30.1月）
④龍神村甲斐ノ川：約1,800m3（H29.1月）
⑤龍神村小家 ：約1,300m3（H28.9月）
⑥龍神村甲斐ノ川：約1,800m3（H28.1月）

〇丹生川
⑦龍神村殿原：約 600m3（R2 .2月）
⑧龍神村殿原：約1,400m3（H31.2月）
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〇支川水位低下させるため、大規模出水前に農業用樋門を操作

５

和田川樋門
和田川樋門

●美浜町では、
台風など大雨が予想される場合の
本川（西川）の水位が低い時に、
樋門を開けることで、支川（和田
川）の水位低下させて、大規模出
水に備えている。

美浜町
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〇市町独自の水位計、河川監視カメラを設置

●日高町では、水位計（３箇所）を設置し、
避難体制の強化させている。

６

日高町HPより

志賀川 小中川 森後川

R42
西川大橋

日高町
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〇可搬式ポンプの配備

７

可搬式ポンプ

●御坊市では、可搬式ポンプを配備。
緊急時、早急な対応が行えるように現地に倉庫を設置し常備している。

御坊市

※今後の検討により、放水路の法線等が変更されることがあります。

：近年の浸水実績

配備状況（平時） 稼働時況（出水時）
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８

〇農振地域の農転の監視を強化

出典：（農林水産省HP） 「農業振興地域制度及び農地転用許可制度の概要」
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⬤被害対象を減少させるための対策⬤氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

氾濫水を減らす［県］

「粘り強い堤防」を目指し
た堤防強化等

安全に流す
［県、市町、企業］
河床掘削、砂防堰堤、雨水
排水施設等の整備

⇒日高川などの治水対策、
砂防堰堤、渓流保全、
山腹工、渓間工 など

避難体制を強化する［県、市町］
長期予測の技術開発、
リアルタイム浸水・決壊把握、
防災情報の充実

⇒避難場所の安全レベル設定、
防災ナビアプリの普及啓発、
水位計・監視カメラの設置、
タイムラインの作成、
ハザードマップの整備

経済被害の最小化［企業、住民］
工場や建築物の浸水対策、BCPの策定
⇒県でBCP策定ワークショップを
開催

住まい方の工夫［企業、住民］

不動産取引時の水害リスク情報提供、
金融商品を通じた浸水対策の促進

⇒宅建業法改正水害リスク情報
の重要事項説明が義務化

土地のリスク情報の充実［県］
水災害リスク情報の空白地帯解消等

⇒県管理河川の全ての区間で
氾濫推定図を検討中

支援体制を充実する［国、企業］
官民連携によるTEC-FORCEの体制
強化

よりリスクの低いエリアへ誘導／住まい方の工夫
［県、市町、企業、住民］
土地利用規制、誘導、移転促進
不動産取引時の水害リスク情報提供、金融による誘導の検討

⇒宅建業法改正水害リスク情報の重要事項説明が義務化
農振地域の農転の監視

氾濫水を早く排除する
［国、県、市町等］
排水門等の整備、排水強化

⇒排水ポンプ車、可搬式ポンプ

ためる、しみこませる
［国、県、市町、企業、住民］
雨水貯留浸透施設の整備、
田んぼやため池等の治水利用

⇒霞堤の保存、
ため池改修・
事前放流・低水位管理
間伐等の森林整備

⬤被害の軽減、早期復旧
・復興のための対策

※具体事例がないところも含め今後検討を進めていく

二級水系
流域治水プロジェクト

日高川流域治水プロジェクト【素案】
～日本一長い二級水系での流域治水～

ためる
［県、関西電力］
利水ダム等において貯留水

を事前に放流し、水害対策
に活用

⇒椿山ダムの事前放流、
農業用樋門の運用

［県、市町］
遊水地等の整備・活用

被害範囲を減らす［県、市町］

二線堤等の整備⇒二線堤の保護

９
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【参考資料】日高川流域における河川及び治水関連事業

凡 例
流域界

河川における対策

流域における対策

浸水範囲

本川：平成15年8月台風10号に対する想定氾濫解析結果

支川：過去に被害をもたらした降雨

久の谷砂防事業

猪谷東谷川砂防事業

東地区地すべり事業

李堂の谷川砂防事業

べべ谷川砂防事業

庵の谷川砂防事業

石の谷川砂防事業

老星谷川砂防事業

妙見谷川砂防事業

あたぎ谷川砂防事業

槇谷川砂防事業

岡の谷川砂防事業

岩垣内谷川砂防事業

宮木谷川砂防事業
油河谷川砂防事業

三又谷川砂防事業

牛ヶ瀬谷川砂防事業

平野谷川砂防事業

鎌田谷川砂防事業

土生川砂防事業

市井谷川砂防事業

西川堤防整備、河道掘削、
護岸工、樋門改築

斉川堤防整備、河道掘削、護岸工

下川放水路

日高川堤防整備、護岸工

日高川河道掘削

日高川堤防整備

日高川河道掘削

日高川河道掘削

日高川堤防整備、護岸工

日高川河道掘削

●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
【河川における対策】
・日高川：堤防整備、河道掘削、護岸工
・西川 ：堤防整備、河道掘削、護岸工、樋門改築
・斉川 ：堤防整備、河道掘削、護岸工
・堂閉川：河川の付替、護岸工
・下川 ：放水路
・東裏川：護岸工
・志賀川：護岸工

【位置図】

堂閉川河川の付替、護岸工

七兵衛谷川砂防事業

【流域における対策】
・椿山ダムにおける事前放流の実施
・砂防堰堤工、渓流保全工
・法面工、地下水排除工
・山腹工
・渓間工
・ため池改修
・間伐等の森林整備

●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・水位計・監視カメラ等の設置
・洪水ハザードマップの作成・周知
・避難場所の安全レベル設定や和歌山県防災ナビアプリ
の普及啓発等による迅速な避難行動の促進
・避難所の安全対策、誘導体制等の構築・強化
・観測・情報発信・警報設備等の構築・強化
・防災教育や避難訓練等の実施
・避難時間確保のための体制等の強化
・排水ポンプ車、可搬式ポンプ 等

椿山ダム

平成23年台風第12号での日高川の浸水状況
（日高郡日高川町）

愛川西治山事業

上初湯川鉢治山事業

寒川長志南原治山事業

龍神村小家才ノ谷治山事業

龍神村宮代大原治山事業

龍神村殿原宮ノ谷治山事業

大池（三百瀬）ため池改修

風呂の谷池ため池改修

片河谷池ため池改修

早津川奥池ため池改修

東裏川 護岸工

志賀川 護岸工

○日高川流域においては、平成15年8月台風10号と同規模の水災害による被害を軽減するための治水対策を行うとともに、流域における事
前防災対策を推進し、浸水被害の軽減を図る。

二級水系
流域治水プロジェクト

椿山ダム 砂防堰堤の新設（あたぎ谷川）

日高川河道掘削

※具体事例がないところも含め今後検討を進めていく １０-28-



【市町の取組】
○ため池管理者に点検、事前放流・低水位管理を依頼
〇民間事業者による土砂堆積箇所の砂利を採取
〇支川の水位を低下させるため、大規模出水前に農業用樋門を操作
〇市町独自の水位計、河川監視カメラを設置
〇可搬式ポンプの配備
〇農振地域の農転の監視を強化

など

【追加で行う対策（案）】
○田んぼ・ため池の治水利用
〇氾濫域での被害想定に対する土地利用規制

●日高川流域の市町の取り組み

１１

さらなる対策が必要
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〇今後の対策（案）：田んぼ・ため池の治水利用

出典：（国土交通省HP）『流域治水の推進に向けた関係省庁実務者会議』
資料3_農林水産省の取組状況 １２
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〇今後の対策（案）：氾濫域での被害想定に対する土地利用規制

○氾濫域での被害想定に対する土地利用規制により、氾濫域での被害対象を
減少させる。

１３

対象建築物 制限内容

①住宅、共同住宅、寄宿舎、寮等
②「病室」を持つ病院、診療所
③「寝室」を持つ児童福祉施設

・左記建築物の居間、寝室等の「居住室の床
面」は、設定水位より上に設けること。
・建築に際しては、市長認定を要する。

【宮崎市災害危険区域に関する条例における建築制限】

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第１回 資料３ P29 より

災害危険区域における宅地の嵩上げ

【瓜生野川・前溝川地区災害危険区域】

宮崎県宮崎市の事例
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令和３年２月２日

水管理・国土保全局

都 市 局

「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案」

（ ）を閣議決定流域治水関連法案

～流域全体を俯瞰し、あらゆる関係者が協働する「流域治水」を実現します！～

気候変動の影響による降雨量の増加等に対応するため、流域全体を俯瞰し、あら
ゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実現を図る「特定都市河川浸水被害
対策法等の一部を改正する法律案 （ ）が、本日、閣議決定され」 流域治水関連法案
ました。

１．背景
近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化するとともに、気候変動の影響により、

今後、降雨量や洪水発生頻度が全国で増加することが見込まれています。

このため、ハード整備の加速化・充実や治水計画の見直しに加え、上流・下流や本

川・支川の流域全体を俯瞰し、国や流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が

協働して取り組む「流域治水」の実効性を高めるため、以下を内容とする「流域治

水関連法案」を整備することとします。

２．改正案の概要
（１）流域治水の計画・体制の強化
・流域治水の計画を活用する河川を拡大

・流域水害対策に係る協議会の創設と計画の充実

（２）氾濫をできるだけ防ぐための対策
・利水ダムの事前放流の拡大を図る協議会の創設

・下水道で浸水被害を防ぐべき目標降雨を計画に位置付け、整備を加速

・下水道の樋門等の操作ルールの策定を義務付け

・沿川の保水・遊水機能を有する土地を確保する制度の創設

・雨水の貯留浸透機能を有する都市部の緑地の保全

・認定制度や補助等による自治体・民間の雨水貯留浸透施設の整備支援 等

（３）被害対象を減少させるための対策
・住宅や要配慮者施設等の浸水被害に対する安全性を事前確認する制度の創設

・防災集団移転促進事業のエリア要件の拡充

・災害時の避難先となる拠点の整備推進

・地区単位の浸水対策の推進 等

（４）被害の軽減、早期復旧、復興のための対策
・洪水対応ハザードマップの作成を中小河川に拡大

・要配慮者利用施設の避難計画に対する市町村の助言・勧告制度の創設

・国土交通大臣による災害時の権限代行の対象拡大 等

【問い合わせ先】
○水管理・国土保全局水政課 米田、山田狩、降籏

代表番号 03-5253-8111（内線：35-228）
直通番号 03-5253-8439 ＦＡＸ番号 03-5253-1601

○都市局都市計画課 安江、舩岡
代表番号 03-5253-8111（内線：32-624）
直通番号 03-5253-8409 ＦＡＸ番号 03-5253-1590
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● 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案

○近年、令和元年東日本台風や令和２年７月豪雨等、全国各地で水災害が激甚化・頻発化

○気候変動の影響により、21世紀末には、全国平均で降雨量１．１倍、洪水発生頻度２倍になるとの試算

背景・必要性

＜予算関連法律案＞

降雨量の増大等に対応し、ハード整備の加速化・充実や治水計画の見直しに加え、上流・下流や
本川・支川の流域全体を俯瞰し、国、流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む
「流域治水」の実効性を高める法的枠組み「流域治水関連法案」を整備する必要

【目標・効果】 気候変動による降雨量の増加に対応した流域治水の実現

(KPI) 〇浸水想定区域を設定する河川数：2,092河川（2020年度）⇒約17,000河川（2025年度）

３．被害対象を減少させるための対策 【特定都市河川法、都市計画法、防災集団移転特別措置法、建築基準法】

１．流域治水の計画・体制の強化 【特定都市河川法】

２．氾濫をできるだけ防ぐための対策 【河川法、下水道法、特定都市河川法、都市計画法、都市緑地法】

◆ 流域水害対策計画を活用する河川の拡大

－ 市街化の進展により河川整備で被害防止が困難な河川に加え、

自然的条件により困難な河川を対象に追加（全国の河川に拡大）

◆ 流域水害対策に係る協議会の創設と計画の充実

－ 国、都道府県、市町村等の関係者が一堂に会し、官民による

雨水貯留浸透対策の強化、浸水エリアの土地利用等を協議

－ 協議結果を流域水害対策計画に位置付け、確実に実施

◆ 河川・下水道における対策の強化

４．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 【水防法、土砂災害防止法、河川法】

流域治水のイメージ

（20世紀末比）

治水ダムの建設・再生

利水ダム活用

雨水貯留浸透施設
避難拠点の整備

ハザードマップ作成

浸水被害防止区域

貯留機能保全区域

防災集団移転事業

堤防強化

◎堤防整備等のハード対策を更に推進（予算）

地区計画

下水道整備

砂防施設の整備

法案の概要

－利水ダムの事前放流の拡大を図る協議会（河川管理者、電力会社等の利水者等が参画）の創設（※予算・税制）

－下水道で浸水被害を防ぐべき目標降雨を計画に位置付け、整備を加速

－ 下水道の樋門等の操作ルールの策定を義務付け、河川等から市街地への逆流等を確実に防止

◆ 流域における雨水貯留対策の強化

－ 貯留機能保全区域を創設し、沿川の保水・遊水機能を有する土地を確保

－ 都市部の緑地を保全し、貯留浸透機能を有するグリーンインフラとして活用

－ 認定制度、補助、税制特例により、自治体・民間の雨水貯留浸透施設の整備を支援

◆ 水防災に対応したまちづくりとの連携、住まい方の工夫

－ 浸水被害防止区域を創設し、住宅や要配慮者施設等の安全性を事前確認（許可制）

－ 防災集団移転促進事業のエリア要件の拡充等により、危険エリアからの移転を促進

－ 災害時の避難先となる拠点の整備や地区単位の浸水対策により、市街地の安全性を強化

（※予算関連）

（※予算関連）

－洪水等に対応したハザードマップの作成を中小河川等まで拡大し、リスク情報空白域を解消

－ 要配慮者利用施設に係る避難計画・訓練に対する市町村の助言・勧告によって、避難の実効性確保

－ 国土交通大臣による権限代行の対象を拡大し、災害で堆積した土砂の撤去、準用河川を追加

（※予算関連・税制）

森林・治山施設の整備
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日高地域等における大規模氾濫減災協議会規約（案） 
 

（設置） 

第 1 条 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第１５条の１０項に基づく都道府県大規模 

氾濫減災協議会として、「日高地域等における大規模氾濫減災協議会」（以下「協議 

会」という。）を設置する。 
 

（目的） 

第 2 条 協議会は、平成２７年９月関東・東北豪雨をはじめ、台風等の豪雨による大規

模な浸水被害が発生していることを踏まえ、河川管理者、市町等が連携・協力して、

減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進する

ことにより、日高地域等の県管理河川流域において、大規模な氾濫が発生すること

を前提として社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」の再構築を目的とす

る。 

   また、近年の激甚な水災害や、気候変動の影響及び社会状況の変化などを踏まえ、

あらゆる関係者が協働して流域全体で水災害を軽減させる治水対策「流域治水」を

計画的に推進するための協議・情報共有を行う。 
 

（協議会の構成） 

第 3 条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

 ２ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

 ３ 事務局は、第 1項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて

別表１の職にある者以外の者（学識経験者等）に参加を求めることができる。 
 

（幹事会の構成） 

第 4 条 協議会に幹事会を置く。 

 ２ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

 ３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

 ４ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各種検討、

調整を行うことを目的とし、結果について協議会へ報告する。 

 ５ 事務局は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に応じて

別表２の職にある者以外の者（学識経験者等）に参加を求めることができる。 
 

（協議会の実施事項） 

第 5 条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

 一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞれ又

は連携して実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。 

 二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水を実現す

るために各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた地域における

参考資料１ 
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取組方針を作成し、共有する。 

 三 毎年、協議会を開催するなどして、地域における取組方針に基づく対策の実施状

況を確認する。 

 四 流域治水の全体像を共有・検討し、河川、流域に関する対策、避難・水防等に関

する対策を含む「流域治水プロジェクト」の策定、公表及び対策の実施状況につい

てのフォローアップを行う。 

 五 その他、大規模氾濫に関する減災対策及び流域治水に関して必要な事項を実施す

る。 

 

（対象流域） 

第 6 条 協議会は、次の河川に係る流域を対象とする。 

 ・洪水予報河川（日高川） 

 ・水位周知河川（印南川、切目川、南部川） 

 ・その他、協議会が必要と認める河川 

 

（協議会資料等の公表） 

第 7 条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、

個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公

表しないものとする。 

 ２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得

た後、公表するものとする。 

 

（事務局） 

第 8 条 協議会の庶務を行うため、県土整備部河川・下水道局河川課及び日高振興局建

設部に事務局を置く。 
 

（雑則） 

第 9 条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な

事項については、協議会で定めるものとする。 
 

（附則） 

 本規約は、平成 29年 7 月 26 日から施行する。 

 本規約は、令和 3年 1月 27 日から施行する。 
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別表１  

御坊市長 

田辺市長 

美浜町長 

日高町長 

由良町長  

印南町長 

みなべ町長 

日高川町長 

近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署長 

森林整備センター 和歌山水源林整備事務所長 

和歌山地方気象台長 

和歌山県 総務部 危機管理局長 

和歌山県 農林水産部 農林水産政策局長 

和歌山県 農林水産部 森林・林業局長 

和歌山県 県土整備部 河川・下水道局長 

和歌山県 県土整備部 都市住宅局長 

和歌山県 日高振興局長 

和歌山県 西牟婁振興局長 

（オブザーバー） 

近畿地方整備局 河川部 地域河川調整官 

関西電力株式会社 水力事業本部 田辺水力センター所長 
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別表２ 

御坊市 防災対策課長 

御坊市 都市建設課長 

田辺市 龍神行政局 総務課長 

田辺市 龍神行政局 産業建設課長 

美浜町 防災企画課長 

美浜町 産業建設課長 

日高町 総務政策課長 

日高町 産業建設課長 

由良町 総務政策課長 

由良町 産業建設課長 

印南町 総務課長 

印南町 建設課長 

みなべ町 総務課 消防防災室長 

みなべ町 建設課長 

日高川町 総務課長 

日高川町 建設課長 

近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署 地域林政調整官 

森林整備センター 和歌山水源林整備事務所 造林係主任 

和歌山地方気象台 防災管理官 

和歌山県 総務部 危機管理局 防災企画課長 

和歌山県 農林水産部 農林水産政策局 農業農村整備課長 

和歌山県 農林水産部 森林・林業局 森林整備課長 

和歌山県 県土整備部 河川・下水道局 河川課長 

和歌山県 県土整備部 河川・下水道局 砂防課長 

和歌山県 県土整備部 河川・下水道局 下水道課長 

和歌山県 県土整備部 都市住宅局 都市政策課長 

和歌山県 県土整備部 都市住宅局 建築住宅課長 

和歌山県 日高振興局 地域振興部長 

和歌山県 日高振興局 農林水産振興部長 

和歌山県 日高振興局 建設部長 

和歌山県 西牟婁振興局 地域振興部長 

和歌山県 西牟婁振興局 農林水産振興部長 

和歌山県 西牟婁振興局 建設部長 
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流域治水対策等の主な支援事業 令和２年９月末時点

内容 支援策 交付金等 交付対象事業 所管官庁 支援先 詳細（HP） 国の問合せ先 県の問合せ先

流出抑制対策等

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P370参照

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P369参照

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P368参照

雨水貯留浸透施設
（特定都市河川浸水被害対策法に
基づき指定された特定都市河川流
域内において同法第９条に基づく
対策工事として設置したもの）

税制特例
特定都市河川浸水被害対策法に規定
する雨水貯留浸透施設に係る特例措置
（固定資産税）

特定都市河川流域において、特定都市河
川浸水被害対策法に基づく対策工事とし
て設置される雨水貯留浸透施設を設置し
た場合、対策工事として設置される雨水貯
留浸透施設の償却資産部分について固
定資産税の課税1/2～5/6に軽減

国土交通
省

https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/usui/usui_h27-
3.pdf

水管理・国土保全局
治水課
03-5253-8450

和歌山県
河川課 治水班
073-441-3141

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P84参照

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P71参照

雨水貯留浸透施設 補助金 防災・省エネまちづくり緊急促進事業

市街地再開発事業等において、防災機能
向上等の緊急的な政策課題に対応した、
質の高い施設建築物の整備（浸水対策の
ための雨水貯留浸透施設を設置すること
等）への支援

国土交通
省

地方公共団体、
民間事業者

https://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/content/00133924
9.pdf

近畿地方整備局
建政部都市整備課市街地係・住宅整
備課
06-6942-1084

和歌山県
都市政策課 まちづくり推進班
073-441-3233

流域治水整備事業、流域貯留浸
透事業等

補助金
事業間連携河川事業
（河川事業費補助）

異なる事業が連携して実施する河川事業
の整備

国土交通
省

地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

近畿地方整備局
河川部地域河川課調査指導係
06-6942-4407

和歌山県
河川課 治水班
073-441-3141

大雨時の水田からの排水を調節
するため、水田の落水口に排水調
整板の設置等を行うこと　等
・田んぼダム

交付金 多面的機能支払交付金

農業・農村の有する多面的機能が維持・
発揮されるとともに地域全体で担い手を支
えるため、農業者等で構成される活動組
織が農地を農地として維持していくために
行う地域活動や、地域住民を含む活動組
織が行う地域資源の質的向上を図る活動
への支援

農林水産
省

農業者等で構成
される活動組織

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/attach/pdf/tam
en_siharai-50.pdf
※制度のパンフレット

農村振興局
農地資源課
03-6744-2197

和歌山県
農林水産総務課 里地・里山振
興室
073-441-2943
和歌山県
農業農村整備課 計画調整班
073-441-2951

近畿地方整備局
河川部地域河川課調査指導係
06-6942-4407

和歌山県
河川課 治水班
073-441-3141

調節池整備 交付金 調節池整備事業
一級河川又は二級河川の流域内におい
て、計画高水流量を低減する調節池の整
備

国土交通
省

地方公共団体
(都道府県､市町
村)

近畿地方整備局
河川部地域河川課調査指導係
06-6942-4407

和歌山県
河川課 治水班
073-441-3141

雨水貯留浸透施設

・各戸貯留
・池沼及びため池　等

交付金 流域貯留浸透事業
一級河川又は二級河川の流域内におい
て、貯留若しくは浸透又はその両方の機
能を持つ施設の整備

国土交通
省

地方公共団体
(都道府県､市町
村)

近畿地方整備局
河川部地域河川課調査指導係
06-6942-4407

和歌山県
河川課 治水班
073-441-3141

地方公共団体が助成する雨水流
出抑制施設　等

交付金 新世代下水道支援事業

水循環を良好な状態に維持・回復する施
策を支援していくため、または雨天時に公
共用水域に流入する汚濁負荷の削減を図
るための下水道施設の整備

国土交通
省

地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

近畿地方整備局
建政部都市整備課下水道係
06-6942-1084

和歌山県
下水道課 企画指導班
073-441-3200

流域対策＋河川整備事業 交付金 流域治水対策河川事業
一級河川又は二級河川の流域内におい
て、流域対策と一体となって行う河川整備
事業

国土交通
省

地方公共団体
(都道府県､市町
村)

近畿地方整備局
建政部都市整備課下水道係
06-6942-1084

和歌山県
下水道課 企画指導班
073-441-3200

・雨水貯留浸透施設

地方公共団体が助成する
・透水性舗装
・防水ゲート、止水板　　等

交付金 下水道浸水被害軽減総合事業

内水浸水リスクの高い地区等において、
下水道浸水被害軽減総合計画に基づき
ハード・ソフト含めて総合的に実施する都
市浸水対策

国土交通
省

地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

参考資料３①
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流域治水対策等の主な支援事業 令和２年９月末時点

内容 支援策 交付金等 交付対象事業 所管官庁 支援先 詳細（HP） 国の問合せ先 県の問合せ先

土地利用・住まい方
の工夫

二線堤整備 交付金
https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf

家屋移転 交付金
※交付対象事業の要件P413参照

宅地嵩上げ 交付金 土地区画整理事業

立地適正化計画に位置付けた防災対策と
して実施する土地区画整理事業につい
て、一定の要件を満たす場合に、土地の
嵩上げ費用を都市再生区画整理事業の
補助限度額へ算入可能

国土交通
省

地方公共団体
https://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/shuhou/kukakuseiri/
kukakuseiri01.htm

近畿地方整備局
建政部都市整備課市街地係
06-6942-1081

和歌山県
都市政策課 まちづくり推進班
073-441-3233

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P373参照

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P48参照

https://www.mlit.go.jp/page/content/001320178.pdf
※P30参照

補助金 都市構造再編集中支援事業
病院・福祉施設等の都市機能誘導施設の
自主的移転を促進するため、市町村や民
間事業者等が行う施設整備等

国土交通
省

地方公共団体（市
町村）、民間事業
者等

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001341206.pdf
近畿地方整備局
建政部都市整備課都市再生係
06-6942-1081

和歌山県
都市政策課 まちづくり推進班
073-441-3233

補助金 防災集団移転促進事業

住民の生命等を災害から保護するため、
住民の居住に適当でないと認められる区
域内にある住居の集団的移転を促進する
ことを目的として、市町村が行う住宅団地
の整備等

国土交通
省

地方公共団体
（市町村）

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001338498.pdf

近畿地方整備局
建政部都市整備課企画調査第一
係、市街地係
06-6942-1081

和歌山県
都市政策課 まちづくり推進班
073-441-3233

補助金
集約都市（コンパクトシティ）形成支援事
業

立地適正化計画において防災対策が位
置づけられた居住誘導区域外の災害ハ
ザードエリアから、居住誘導区域内への
居住機能の移転促進に向けた調査・評価
を実施する事業

国土交通
省

地方公共団体 https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001339554.pdf
近畿地方整備局
建政部都市整備課企画調査第一係
06-6942-1081

和歌山県
都市政策課 まちづくり推進班
073-441-3233

立地適正化計画の作成 補助金
集約都市（コンパクトシティ）形成支援事
業

都市再生特別措置法第81条第１項の規
定に基づき作成される計画

国土交通
省

地方公共団体等 https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001339554.pdf
近畿地方整備局
建政部都市整備課企画調査第一係
06-6942-1081

和歌山県
都市政策課 まちづくり推進班
073-441-3233

避難路・避難場所等の整備 交付金 都市防災総合推進事業
避難路や避難場所となる公共施設の整備
や防災まちづくり計画の策定等に対する
支援

国土交通
省

地方公共団体 https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001338149.pdf
近畿地方整備局
建政部都市整備課市街地係
06-6942-1076

和歌山県
都市政策課 まちづくり推進班
073-441-3233

避難通路等の整備 交付金 市街地再開発事業等
市街地再開発事業等における防災関連
施設を含めた共同施設の整備

国土交通
省

地方公共団体等 https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf

近畿地方整備局
建政部都市整備課市街地係・住宅整
備課
06-6942-1076

和歌山県
都市政策課 まちづくり推進班
073-441-3233

総合流域防災事業
（洪水氾濫域減災対策事業）

流域単位を原則として、包括的に水害・土
砂災害対策の施設整備等及び災害関連
情報の提供等のソフト対策を実施する事
業

国土交通
省

地方公共団体
（市町村）

近畿地方整備局
河川部地域河川課調査指導係
06-6942-4407

和歌山県
河川課 治水班
073-441-3141

近畿地方整備局
河川部地域河川課調査指導係
06-6942-4407

和歌山県
河川課 治水班
073-441-3141

二線堤、浸水防止施設等 交付金
総合治水対策特定河川事業
（都市水防災対策事業）

人口の集中の著しい大都市の地域に係る
一級河川又は二級河川の想定氾濫区域
であって、次の全ての要件に該当する地
区で実施される一連の氾濫流制御施設を
行う事業

国土交通
省

地方公共団体（都
道府県、市町村）

近畿地方整備局
河川部地域河川課調査指導係
06-6942-4407

和歌山県
河川課 治水班
073-441-3141

宅地嵩上げ 交付金 土地利用一体型水防災事業

指定区間内の一級河川又は二級河川に
おいて、床上浸水被害等を解消するため
に行う輪中堤の築造や宅地の嵩上げ、河
川沿いの小堤の設置、浸水防止施設や貯
留施設の整備等を行う事業

国土交通
省

地方公共団体

水管理・国土保全局
河川環境課水防企画室
03-5253-8460

和歌山県
河川課 防災班
073-441-3074

災害ハザードエリアからの移転

二線堤保全 税制特例
浸水被害軽減地区の指定に係る特例措
置

浸水被害軽減地区の指定を受けた土地
の所有者に対し、当該土地に係る固定資
産税及び都市計画税を減免

国土交通
省
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流域治水対策等の主な支援事業 令和２年９月末時点

内容 支援策 交付金等 交付対象事業 所管官庁 支援先 詳細（HP） 国の問合せ先 県の問合せ先

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P67参照

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P71参照

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P77参照

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P84参照

補助金
特定地域都市浸水被害対策事業
（下水道防災事業費補助）

 「特定地域都市浸水被害対策計画」に基
づき、地方公共団体による下水道施設の
整備、民間事業者等による雨水貯留施設
等の整備の支援を行う事業。

国土交通
省

地方公共団体（都
道府県、市町村
等）、民間事業者
等

https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/usui/usui_h27-
1.pdf

近畿地方整備局
建政部都市整備課下水道係
06-6942-1084

和歌山県
下水道課 企画指導班
073-441-3200

補助金
下水道床上浸水対策事業
（下水道防災事業費補助）

大規模な再度災害防止のための下水道
施設の整備

国土交通
省

地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

近畿地方整備局
建政部都市整備課下水道係
06-6942-1084

和歌山県
下水道課 企画指導班
073-441-3200

補助金
事業間連携下水道事業
（下水道防災事業費補助）

河川事業と連携して実施する下水道施設
の整備

国土交通
省

地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

近畿地方整備局
建政部都市整備課下水道係
06-6942-1084

和歌山県
下水道課 企画指導班
073-441-3200

補助金
大規模雨水処理施設整備事業
（下水道防災事業費補助）

雨水処理を担う大規模な下水道施設の整
備

国土交通
省

地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

近畿地方整備局
建政部都市整備課下水道係
06-6942-1084

和歌山県
下水道課 企画指導班
073-441-3200

排水施設の整備、耐水化 補助金 水利施設等保全高度化事業
農業用用排水施設の新設、廃止又は変
更を実施するもの

農林水産
省

都道府県 近畿農政局
和歌山県
農業農村整備課 防災班
073-441-2953

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P462参照

ハザードマップ作成 交付金 農業用水路等長寿命化・防災減災事業
農業用ため池の避難対策としてのハザー
ドマップ作成を支援するもの。

農林水産
省

地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

近畿農政局
和歌山県
農業農村整備課 計画調整班
073-441-2951

洪水調整機能活用対策

・農業用ため池の整備や洪水吐き
スリットの設置

補助金 農村地域防災減災事業

農業用ため池の管理における副次的な効
果として発揮される洪水調節機能を強化
するための洪水吐きスリット設置を支援す
るもの。

農林水産
省

都道府県 近畿農政局
和歌山県
農業農村整備課 計画調整班
073-441-2951

100mm/h安心プラン －
本プランを策定することにより、
・交付金重点配分対象
・流域貯留浸透事業の交付要件緩和等

＜策定主体＞
市町村および河川管理者、下水道管理者
等

国土交通
省

＜策定主体＞
市町村および河
川管理者、下水
道管理者等

https://www.mlit.go.jp/river/kasen/main/100mm/

近畿地方整備局
河川部地域河川課調査指導係
06-6942-4407
建政部都市整備課下水道係
06-6942-1084

和歌山県
河川課 治水班
073-441-3141
和歌山県
下水道課 企画指導班
073-441-3200

内水対策

下水道施設（雨水管、雨水ポンプ、
雨水貯留施設等）の整備、耐震
化、耐水化

交付金 通常の下水道事業
公共下水道、流域下水道又は都市下水
路の設置又は改築に関する事業

国土交通
省

地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

近畿地方整備局
建政部都市整備課下水道係
06-6942-1084

和歌山県
下水道課 企画指導班
073-441-3200

交付金 下水道浸水被害軽減総合事業　（再掲）

内水浸水リスクの高い地区等において、
下水道浸水被害軽減総合計画に基づき
ハード・ソフト含めて総合的に実施する都
市浸水対策

国土交通
省

地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

近畿地方整備局
建政部都市整備課下水道係
06-6942-1084

和歌山県
下水道課 企画指導班
073-441-3200

和歌山県
下水道課 企画指導班
073-441-3200

交付金 新世代下水道支援事業　（再掲）

水循環を良好な状態に維持・回復する施
策を支援していくため、または雨天時に公
共用水域に流入する汚濁負荷の削減を図
るための下水道施設の整備

国土交通
省

地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

近畿地方整備局
建政部都市整備課下水道係
06-6942-1084

和歌山県
下水道課 企画指導班
073-441-3200

交付金 都市水害対策共同事業
下水道事業と河川事業とが連携・共同し
て行う、相互の施設をネットワーク化する
ための管渠、ポンプ施設等の整備

国土交通
省

地方公共団体（都
道府県、市町村
等）

近畿地方整備局
建政部都市整備課下水道係
06-6942-1084

地方公共団体
（市町村）

近畿地方整備局
河川部地域河川課調査指導係
06-6942-4407

和歌山県
河川課 防災班
073-441-3074

その他 ハザードマップ作成 交付金 効果促進事業
基幹事業（流域内のハード対策等）と一体
となったソフト対策として、ハザードマップ
の作成・印刷を支援するもの。

国土交通
省
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項 目 内 容

流出抑制対策

・防災調整池
・校庭貯留
・ため池の治水利用
・水田貯留、田んぼダム
・浸透ます、浸透管
・建物内の雨水貯留施設
・住宅等における各戸貯留
・透水性舗装
・一定規模以上の開発行為に対する雨水貯留・浸透施

設の設置義務づけ
・自然地の保全等

土地利用・住まい方の工夫 等

・災害危険区域の指定
・立地適正化計画の見直し

（居住誘導区域への災害リスクの考慮）
・二線堤等の整備や保全
・高台整備
・家屋移転
・宅地嵩上げ、住宅高床化
・電気設備のかさ上げ、止水板の設置 等

内水対策 ・排水施設（排水機場）

その他 ・洪水調整機能活用対策（ため池の活用事例）

流域における対策事例について 参考資料３②

1

流出抑制対策

2-49-



③流出抑制対策の展開と強化

流出抑制対策の拡大

ため池の治水活用

防災調整池

公園貯留

自然地の保全

雨水貯留浸透
施設

河川への流出抑制対策の例

透水性舗装

浸透ます

各戸貯留・浸透

水田貯留

宅地造成等によって、雨水が地下に浸透せず、
河川等に一度に流出して浸水被害をもたらす

地下に浸透

【都市化に伴う河川への流出量の増大】

○ 急激な都市化に伴う河川への流出量の増大により治水安全度の低下が著しい都市部の河川流域を対象に、
河川対策、下水道対策に加え、雨水貯留浸透施設の整備などの流出抑制対策等を実施する総合治水対策を
昭和５５年より推進

○ 気候変動による降雨量の増大を考慮すると、都市開発による流出増を抑制するための貯留施設の整備に加
えて、地域の協力によって更なる貯留施設等の整備により、河川への流出を抑制。

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第３回 資料３ P45 より 3

総合治水対策における流域貯留事例

○洪水時、一時的に流域内で雨水を貯留できるよう、既存ストックを活用した流出抑制対策を実施。

【出典：兵庫県ウェブサイト
（総合治水対策の取り組み実績
と効果）】

【事例：春日池（ため池：広島県）】

【事例：霧が丘調整池（横浜市）】

【出典：愛知県ウェブサイト
（雨水の貯留・浸透）】

調 整 池

浸 透 ま す・浸 透 管た め 池 水 田

洪水時

平常時

校 庭 貯 留

洪水時の放流状況

土手を整備し、貯留容量を確保
平常時

洪水時

【事例：栄町小学校（札幌市）】

流域対策の取組状況

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第１回 資料３ P18 より 4-50-



③流出抑制対策の展開と強化

河川等への流出を抑制する雨水貯留浸透施設整備【農業用施設等の活用】

○ 地方自治体においても、ため池や水田などの既存ストックに貯留機能を付与することで治水対策への活用を
行っている。

ため池

水 田

・ 兵庫県や県内市町は、ため池の事前放流施設の整
備等を実施

・ 奈良県や大和川流域市町村は、ため池の事前放流
施設の整備等を実施

・ 国土交通省は、「流域貯留浸透事業（防災・安全交
付金）」にて地方公共団体が治水容量を確保するた
めの改良等に対して支援

【参 考】
農林水産省は、農業・農村の多面的機能の増進を

図るため、農業者等で構成される組織が、地域共
同で水田等の雨水貯留機能の活用を図る取組を
行う場合、「多面的機能支払交付金」を活用可能と
している。

・ 新潟市は、「田んぼダム利活用促進事業」にて団体
が行う水田貯留施設整備を支援

・ 兵庫県は、水田貯留に関心を持つ集落にせき板を配
布する等の取組を推進

兵庫県での事例

新潟市での事例

田んぼダムます

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第３回 資料３ P55 より 5

田んぼダムの事例

○ 水田の排水口への堰板の設置等による流出抑制によって下流域の湛水被害リスクを低減
○ 農業者が地域共同で取り組む「田んぼダム」の取組を農林水産省の多面的機能支払交付金により支援

田んぼダムイメージ

下流へのピーク流出量低減

○ 通常の水田

○ 田んぼダムに取り組む水田

雨水貯留量ＵＰ

水田からの雨水流出のピークをカット
福岡県における田んぼダムの現地実証の事例

下流に守るべき市街地等がある水田
地帯で実施（農業者の協力必須）

通常の堰板

専用の堰板

貯留量ＵＰ

農業競争力強化を図るため、担い手への農地集積・集約化に向け、
水田を整形・大区画化

事業イメージ

未整備
狭小・分散

整備済
整形・集積

（参考）水田の整備

※ 田んぼダムの取組の基盤ともなる

通常の水田田んぼダムの水田 調整板を外した状態調整板を設置

多面的機能支払交付金を活用した事例（栃木県小山市）

田んぼダムの取組により、豪雨時の水田からの流出量を抑制
調整板

6-51-



③流出抑制対策の展開と強化

河川等への流出を抑制する雨水貯留浸透施設整備【企業等における取組】

○ 気候変動による外力の増加に対応するためには、下水道による雨水排水施設等の整備に加え、企業や個人
の取組みを促進し、総合的な浸水対策が重要。

○ 特定地域都市浸水被害対策事業では、公共下水道の排水区域のうち、都市機能が集積し、下水道のみでは
浸水被害への対応が困難な地域において、民間の協力を得つつ、浸水対策を推進するため、地方公共団体が
条例で「浸水被害対策区域」を指定することなどにより、民間事業者等が整備する雨水貯留施設等に要する経
費の一部を、国が直接支援。

官民連携した浸水対策のイメージ 特定地域都市浸水被害対策事業の概要

○ 特定地域都市浸水対策事業は、民間事業者等と連携し
て効率的に浸水対策を図る地域における雨水流出抑制に
資する施設の整備を支援し、都市の浸水安全度の向上をよ
り一層推進することを目的とした事業制度である。

○ 下水道法第25条の２に規定する「浸水被害対策区域」お
よび、都市再生特別措置法に規定する立地適正化計画に
定められた「都市機能誘導区域」において、民間事業者等が
整備する雨水貯留施設等及び下水道管理者が整備する主
要な管渠等を補助対象としている。

○ また、管理協定を締結することで下水道管理者が民間設
置の雨水貯留施設の管理を行うことができる。

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第３回 資料３ P52 より 7

○個人住宅等に設置する貯留タンク、雨水浸透ますなどの小規模な施設に対して、地方公共団体が住民等に設
置費用を助成する場合、国が、地方公共団体に対して交付金により支援を実施。

各戸貯留浸透施設（支援対象）のイメージ 取組事例（新潟市）
新潟市では、総合的な雨水対策として雨水流出抑制を地域全体
で拡大するため、宅地内の雨水浸透ます設置の助成を平成12年
度より開始した。
市民から助成を積極的に活用してもらうため、様々な普及啓発活動
の展開に努め市民の理解と協力を得た成果として、平成25年度末
までに、累計で約6万基の雨水浸透ます、雨水貯留槽の設置を行っ
た。
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新潟市の雨水貯留浸透施設の設置件数

③流出抑制対策の展開と強化

河川等への流出を抑制する雨水貯留浸透施設整備【各戸貯留等による浸水対策】

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第３回 資料３ P53 より 8-52-



○地方公共団体が実施する河川への雨水の流出を抑制するための雨水貯留浸透施設の整備等を支援す
る事業。

【主な要件】
○一級河川又は二級河川の流域内において、通常の河川改修方式と比較して経済的であるもの
○公共施設等若しくは民間の施設又はその敷地 を500㎥以上の貯留機能若しくはそれと同等の浸透機能又は貯留・浸透機能を持つ構造とする事業
○既設の暫定調整池、池沼又は溜め池で、河川管理者若しくは地方公共団体が公共施設として管理する施設又は民間の施設を改良する事業で、3,000m3
以上の治水容量を確保するため、掘削、浸透機能の付加、堰堤の嵩上げ等の洪水調節能力の向上を図るために行うもの 等

内水浸水

外水氾濫

局地的豪雨の頻発により浸水被害が多発していることを踏ま
え、地方公共団体が主体となり流域対策を実施し総合的な治水
対策を推進。

貯留時の様子

（事例）校庭を活用した流域貯留施設

土手を整備し、貯留容量を確保

（事例）ため池を改良した流域貯留施設

地下貯留施設
(630m3)

（事例） 中学校の敷地を活用した
地下貯留施設

【目的】

局地的豪雨

約15,800m3

約900m3

③流出抑制対策の展開と強化

河川等への流出を抑制する雨水貯留浸透施設整備【雨水貯留浸透施設の整備】

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第３回 資料３ P51 より 9

③流出抑制対策の展開と強化

河川等への流出を抑制する雨水貯留浸透施設整備【自治体における取組事例：東京都】

○ 東京都では、東京都豪雨対策基本方針を策定することにより、目標を明確化し、河川・下水道整備、
流域対策、家づくり・まちづくり対策、避難方策の強化を一体とした総合的な治水対策を推進している。

○ このうち、流域対策については、区市の要綱等により開発事業者等に一定規模以上の開発において雨水
貯留浸透施設整備の義務付け等を行うとともに、区市による雨水貯留浸透施設整備を推進している。

＜雨水貯留浸透施設 （左から貯留施設、浸透ます、浸透トレンチ）＞

区市の指導要綱等により定められている対策量以上の対策量（上積

み対策量）を確保する整備に対し、東京都において支援を実施。

【流域対策の促進】
再開発事業も対象

 

区市の指導要綱等により定められている対策量
以上の対策量（上積み対策量）
＝都の補助対象

区市の指導要綱等により定められている対策量
＝都の補助対象外

公共施設における対策量の上積みイメージ各対策の役割分担のイメージ図

① 年超過確率1/20規模の降雨（区部：時間75mm、多摩部：時間

65mm）までは浸水被害を防止すること。

② 目標を超える降雨に対しても、生命の安全を確保すること。

東京都における対策強化流域・地区における長期見通し（おおむね30年後）

【東京豪雨対策基本方針（H26.6月改定）】

② 区市による雨水貯留浸透施設の整備

① 開発事業者等による雨水貯留浸透施設の整備

東京都では、神田川流域などにおいて、流域自治体と共同して

流域別計画を策定し、公共施設や大規模民間開発（おおむね

500m3以上）などを対象として、一定規模（500～950m3/ha）の

雨水貯留浸透施設を設置。

【参 考】

千代田区雨水流出抑制施設設置に関する指導要綱

全ての公共施設及び敷地面積500m2を超える

大規模な民間施設に対し、

対策量 600m3/ha以上（神田川流域）

500m3/ha以上（その他の流域）

（出典：東京都豪雨対策アクションプランＲ２.１月）（出典：東京都豪雨対策基本方針（改定）H26.6月）

（出典：東京都豪雨対策基本方針（改定）H26.6月）

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第３回 資料３ P50 より 10-53-



○ 兵庫県では、平成24年4月1日に「総合治水条例」を施行し、条例に基づき、県土を11の「計画地域」に分け、各
計画地域において「地域総合治水推進計画」を策定し、県・市町・県民が連携した総合治水を推進。

○ 条例では、知事が計画地域における流域対策に特に必要と認める貯水施設を、管理者の同意を得て、指定貯
水施設として指定することができることや、耐水機能を備えることが計画地域における減災対策に特に必要と認
める建物等を指定耐水施設として指定できることを規定。

○ また、雨水の流出量が増加する1ha以上の開発行為を行う開発者等に対し、「重要調整池」の設置等を義務化。
○ 条例において、知事は土地利用計画策定者に対し、都市計画法等の法令等による土地利用計画の策定時に

は、河川整備の状況、災害発生リスクの有無、水源涵養の必要性等を考慮するよう求めている。

条例による流域対策の事例（兵庫県総合治水条例）

総合治水条例について
出典：兵庫県総合治水条例パンフレット

指定耐水施設での耐水化対策
（浸水防止壁）の事例

指定貯水施設（ため池）での
事前放流施設整備の事例

（指定貯水施設の管理者の義務について）
○ 指定貯水施設の管理者は知事と協議した上で、適切な措置により、雨水貯留容量を確

保しなければならない。

（指定耐水施設の所有者等の義務について）
○ 指定耐水施設の所有者等は、付加する耐水機能についてあらかじめ知事と協議した上

で、耐水機能を備えるとともに、その耐水機能を維持しなければならない。

【条例に基づく指定貯水施設・指定耐水施設について】

流域対策の取組状況

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第１回 資料３ P35 より 11

土地利用・住まい方の工夫
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水災害リスクを低減するための制度や仕組み

○水災害リスクの低減、特に人命を守るために、各種法律において規制や勧告、誘導等の制度が整備されてい
るほか、市町村等が独自で条例に基づき対策を講じている事例も見られる。

○経済的な観点でリスクを低減するためには、水害保険への加入やBCPの作成等の対策が考えられる。

規制 届出・勧告 誘導 助成

内容
• 住居の用に供する建築物の禁止や、

その他建築物の建築に関する制限等
（地盤高・居室の床高さ等）を行う

• 浸水のおそれのある区域等におけ
る建築行為等にあたり、建築主等
が市区町村へ届出を行い、市区町
村長は、必要に応じて勧告を行う
ことができる

• 地区計画において建築物の整備方針
等を定め、建築主等に自主的な対策
を促す。

• 立地適正化計画に基づき、土地利
用・居住の誘導を図る

• 浸水のおそれのある区域等におい
て、宅地嵩上げや住宅高床化、止
水板設置等に要する費用を自治体
が助成する

土砂災害特別警戒区域
（土砂法）
津波災害特別警戒区域
（津波法）

〇 － － －

災害危険区域
（建築基準法）

○
（条例に基づく）

事例：名古屋市、宮崎市、札幌市 等
－ －

• 宮崎市災害危険区域内における住宅改築
等事業補助金

地区計画
（都市計画法）

○
（地区計画等建築基準法条例を定めた
場合に、基準法に基づく規制となる）

○
（地区整備計画に建築物や土地利用に関す
る事項を定めた場合、建築等にあたって市

町村長に対して届出が必要となる）
事例：広島市、米原市 等

○
（地区の整備の目標となる）

事例：彦根市
－

立地適正化計画
（都市再生法）

－
○

（居住誘導区域外での住宅開発等の届
出・勧告）

○
（居住誘導区域への誘導等） －

地域の取組
条例等

・滋賀県流域治水条例
・草津市浸水対策建築条例

• 草津市浸水対策建築条例
• 世田谷区建築物浸水予防対策要綱
• 杉並区地下室の設置における浸水対策
に関する指導要綱

• 新宿区地下室等の設置をする建築物へ
の浸水対策についての指導要綱

－

• 滋賀県水害に強い安全安心なまちづく
り推進事業費補助金

• 東海市住宅浸水対策改修工事等工事費
補助制度

• 品川区防水板設置等工事助成
• 中野区水害予防住宅高床工事助成

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第２回 資料４ P21 より 13

○平成17年9月の台風14号で、大淀川下流域において浸水家屋数4,483戸（床上浸水3,697戸、床下浸水786戸）
に達する浸水被害が発生。

○瓜生野川・前溝川地区においては、排水機場整備後も内水浸水リスクが残るエリアについて、宮崎市災害危険
区域に関する条例に基づき、災害危険区域を指定。

○災害危険区域においては、建築物の建築を規制。

大淀川における災害危険区域指定（宮崎県宮崎市）

対象建築物 制限内容

①住宅、共同住宅、寄宿舎、寮等
②「病室」を持つ病院、診療所
③「寝室」を持つ児童福祉施設

・左記建築物の居間、寝室等の「居住室の床
面」は、設定水位より上に設けること。

・建築に際しては、市長認定を要する。

【宮崎市災害危険区域に関する条例における建築制限】

【瓜生野川・前溝川地区災害危険区域】

大淀川

P

前溝川

瓜生野川

瓜生野川
排水機場

大淀川

災害危険区域における
宅地の嵩上げ

流域対策の取組状況

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第１回 資料３ P29 より 14-55-



災害危険区域と出水のおそれのある区域（札幌市）

○札幌市では、建築基準法第39条（災害危険区域）と同法第40条を組み合わせて、札幌市建築基準法施行条例
において、リスクに応じて災害危険区域と出水のおそれのある区域を指定している。

札幌市建築基準法施行条例に基づき、
災害危険区域では床面の高さは以下に掲げる数値以上とし、
基礎の高さ及び構造並びに便槽の高さは、以下に掲げるとおり
としなければならない。
なお、出水のおそれのある区域内では、以下の基準を満たすよ
う努めなければならない。

区域 床の高さ 基礎の構造 便槽の高さ

災害危険
区 域

第１種区域 道路面より
1.5m以上 鉄筋コンクリート

造
(基礎の上端は
床面まで30cm
未満)

くみ取り便所は
便槽の上端を
基礎の上端以上
とする。

第２種区域 道路面より
1.0m以上

出水のおそれのある区域 道路面より
0.6m以上

災害危険区域・出水のおそれのある区域

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第２回 資料４ P30 より 15

○ 床上浸水被害等の早期解消のため、連続堤での整備ではなく、土地の利用状況を考慮し、一部区域の氾濫を
許容した輪中堤を整備することで、効果的な家屋浸水対策を実施。

○ 長野県中野市古牧地区（千曲川）では、令和元年台風第19号時、輪中堤内の集落は浸水を免れた。

土地利用と一体となった治水対策（輪中堤）

千曲川

：災害危険区域

：河川区域

＜長野県中野市古牧地区（千曲川）輪中堤による家屋浸水被害の解消＞

●中野市災害危険区域に関する条例 抄
（災害危険区域の指定）

第２条 災害危険区域は、出水により災害を被る危険性が高い区域で、市
長が指定した区域とする。

２ 市長は、災害危険区域を指定したときは、その旨を告示しなければなら
ない。
（建築制限）

第３条 前条の規定により指定した区域内において、住居の用に供する建築
物を建築してはならない。ただし、災害危険区域を指定した際、現に存する
住居の用に供する建築物を増築し、又はその一部を改築する場合及び次の
各号に掲げるものについては、この限りでない。
(１) 主要構造物（屋根及び階段を除く。）を鉄筋コンクリート造又はこれに類

する構造とし、別に定める災害危険基準高（以下「基準高」という。）未満を居
室の用に供しないもの
(２) 基礎を鉄筋コンクリート造とし、その上端の高さを基準高以上としたもの
(３) 地盤面の高さを基準高以上としたもの

輪中堤整備後写真

実施箇所

位置図 ●古牧地区での災害危険区域
千曲川の計画高水位（H.W.L）以下の範囲を指定。

輪中堤

A=39.0ha

こまき

ちくま

R1台風19号時洪水状況写真

輪中堤

出典：「 水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会 第１回 資料３−１ P6 より16-56-



居住誘導区域の設定に災害リスクを考慮した事例（花巻市）

○ 岩手県花巻市では、災害リスク情報を活用し居住誘導区域を設定。
○ 居住誘導区域の設定にあたり、浸水想定区域を居住誘導区域に含めないエリアとした。なお、駅前市街地に

ついては、浸水開始60分後において、一部の市街地に浸水がみられるものの、避難施設との位置関係等、速
やかに避難が可能であると想定し、居住誘導区域に含めている。

○ 豪雨等による浸水等のおそれのある地域では、避難指示・勧告にあたってのソフト対策を充実。

＜居住誘導区域外の区域での対応＞
・居住誘導区域外の区域では、特定開発行為の届出にあわ

せてリスク情報を再周知、必要なアドバイスを検討

＜避難指示・勧告にあたってのソフト対策＞
・豪雨等による浸水等のおそれがある場合は、防災ラジオやエ

リアメール、広報車などによる避難指示・勧告を行う。

防災ラジオ エリアメール

花巻市立地適正化計画より抜粋、一部加工

浸水開始60分後、一部

の市街地に浸水が見ら
れるが、速やかに避難
が可能であると想定さ
れることから、居住誘
導区域に含める。

＜災害リスク情報を活用した居住誘導区域の設定＞
・浸水到達時間は「浸水ナビ」によって把握（約60分）
・避難場所までの距離から避難時間を60分と想定し、避難可能であると判断

流域対策の取組状況

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第１回 資料３ P33 より 17

ハザードエリアと市街地エリアの重複がある場合の立地適正化計画の事例②

○浸水想定区域については、全ての浸水想定区域を居住誘導区域から除外している事例や、想定浸水深によって居
住誘導区域から除外している事例がみられる。

用途地域内の一部に浸水想定区域が指定されてお
り、全ての浸水想定区域を居住誘導区域から除外
している事例

想定浸水深２．０ｍ以上の区域を居住誘導区
域から除外している事例

想定浸水深２．０ｍ以上のため、
居住誘導区域から除くエリア

出典：「 水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会 第１回 資料３−２ P16 より18-57-



治水課・水防企作成中

○ 二線堤は、市町村等が独自に整備しているほか、国としては、総合流域防災事業（洪水氾濫域減災対策事
業）等により支援してきたところであり、引き続き、本事業等により整備を支援していく。

※総合流域防災事業による交付には、氾濫を許容することとする区域において、災害危険区域の指定等必要な措置がなされること等が条件

○ また、既存の二線堤等を保全するために浸水被害軽減地区に指定された土地に対する固定資産税及び
都市計画税の減免措置を令和２年度より実施予定（閣議決定済み）。

⑤被害範囲を減らす二線堤等の整備

浸水エリアを限定するための二線堤等の整備や保全等【令和2年度より税制創設】

○ 輪中堤防等が存する土地等の区域が浸水の拡大を抑制する効
用を有すると認めるときは、これを浸水被害軽減地区として指定。

水防管理者による指定

助言・勧告

○ 届出に係る行為が浸水被害軽減地区の保全の観点から望ま
しくないと水防管理者が認めるときは、必要な助言又は勧告。

形状変更行為の届出

○ 浸水被害軽減地区内の土地の改変、掘削等をしようとする者は、
あらかじめ水防管理者にその旨を届出。

浸水被害軽減地区の指定に係る特例措置の創設（固定資産税・都市計画税）

二線堤の整備事例

＜浸水被害軽減地区の概要＞

浸水被害軽減地区の指定を受
けた土地の所有者に対し、当該
土地にかかる固定資産税及び
都市計画税を減免。

＜固定資産税等の減免制度を創設
＞

岐阜県輪之内町（福束輪中）

本堤（河川堤防）背後の堤内地に築造される堤防。

二線堤等の盛土構造物を整備又は保全することにより、

本堤が破堤して洪水が氾濫した場合における浸水範囲の抑制に有効。

二線堤

本堤（河川堤防）二線堤とは

肱川水系肱川・矢落川（愛媛県大洲市）
・上下流バランスの観点から暫定堤防となっている東大洲地区において、
大洲市が二線堤（市道）を整備。国は、氾濫水を排水する樋門を整備。

・本堤と二線堤の中で約60万m3を貯留し、二線堤から市街地側への
越水を遅らせることで、家屋の浸水被害を軽減。

湛水範囲

暫定堤防

二線堤

古川排水樋門

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第３回 資料３ P66 より 19

約０．６m水位低下

整備前 整備後
○主な浸水被害の実績表

平成9年台風19号 家田地区年月日 要因 流量
(ｍ3/s)

浸水面
積(ha)

家屋等被
害（戸）

H9.9 台風19号 約5,000 368 648

H16.10 台風23号 約4,900 350 198

H28.9 台風16号 約4,300 約340 24

平成２８年度の数値は速報値のため、今後の調査で修正となることがあります。

土地利用一体型水防災事業の内容

宅地嵩上げにより
家屋浸水低減効果

※観測地点は、H9,H16：熊田観測所、H28：長井観測所。

激特事業（H9
～H16）による
水位低減効果

水防災事業
（H16～）によ
る宅地嵩上効果

大峡地区
6→0→0戸

浸水家屋等数の比較（Ｈ９→Ｈ１６→Ｈ２８）

事業区間 Ｌ＝１１．７ｋｍ直轄区間

差木野地区
24→4→1戸

須佐地区
19→0→0戸

俵野地区
96→20→0戸

川坂地区
84→22→2戸

家田地区
85→71→5戸

本村地区
102→25→0戸

飛石地区
90→26→0戸

北川

五ヶ瀬川

凡 例
浸水範囲は、Ｈ９実績
● は、霞堤開口部

国道10号 延岡道路

浸水面積

H9 H16 H28

368 350 約340

家屋等被害

H9 H16 H28

７０％減！

９６％減！

家屋等被害
大幅減！

648

198

24

平成２８年台風1６号 家田地区平成28年台風16号 家田地区

霞堤部

宅地嵩上げ箇所は
家屋浸水は今回無し！

平成28年台風16号 俵野地区

○上下流バランスの観点から早期の治水対策が困難な地域においては、早期の安全度の向上を図るため、一部区域の氾濫を許
容することを前提とし、輪中堤の整備、宅地嵩上げ等によるハード整備と土地利用規制等によるソフト対策を組み合わせた水防

災対策を実施。
○北川では、台風１６号により浸水被害が発生するも、河道掘削・宅地嵩上などの事業効果により家屋浸水被害が大幅に低減。

熊田地区（曽立
地区を含む）

142→30→16戸

霞堤からの流水により浸水しているが宅地嵩上げ
により家屋浸水は大幅に低減！
宅地嵩上した家屋は浸水ゼロ！！
霞堤からの流入による浸水は１日で解消！！

土地利用と一体となった治水対策（霞堤、水防災事業）
治水対策の取組状況

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第１回 資料３ P19 より 20-58-



災害ハザードエリアから都市機能誘導区域への移転促進
（都市構造再編集中支援事業）

○「立地適正化計画」に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内（概ね５年）の医療、社会福祉、子育て

支援等の都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対して総

合的・集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靱な都市構造へ再編を図ることを目的とする事業。

○都市再生整備計画の区域が立地適正化計画の
「都市機能誘導区域内」及び「居住誘導区域内」に
定められている地区等

施行地区

【基幹事業】
道路、公園、河川、下水道、地域生活基盤施設（緑地、広場、地域防災施設等）、高質空間形成施設（歩行支援施設等）、

高次都市施設、都市機能誘導区域内の誘導施設（医療、社会福祉、教育文化、子育て支援施設）※、土地区画整理事業 等

＜市町村、市町村都市再生協議会＞
○市町村が作成する都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画（都市再

生整備計画）に基づき実施される以下の事業

【提案事業】
事業活用調査、まちづくり活動推進事業（社会実験等）、地域創造支援事業（市町村の提案に基づくソフト事業・ハード事業）

－ただし、以下の市町村を除く※1。

・都市計画運用指針に反して居住誘導区域に土砂災害特
別警戒区域等の災害レッドゾーンを含めている市町村

・市街化調整区域で都市計画法第３４条第１１号に基づく条
例の区域を図面、住所等で客観的に明示していない等不
適切な運用を行っている市町村

※1 令和３年度末までに提出される都市再生整備計画に基づく事業は
この限りでない。

居住誘導区域
駅

都市機能誘導区域

公共公益施設の整備
（広場等）

誘導施設の整備（病院等）

防災力強化の取組
（避難所の改修等）

令和２年度創設

事業主体：市町村、市町村都市再生協議会、民間事業者等

国費率 ：１／２（都市機能誘導区域内）※、４５％（都市機能誘導区域外）

＜民間事業者等＞
○都市再生整備計画に位置付けられた都市機能誘導区域内の誘導施設※の整備

対象事業

※都市機能誘導区域の面積の市街化区域等の面積に占める
割合が５０％以上の場合は国費率を４５％に引き下げ。

※誘導施設については、三大都市圏域の政令市・特別区を除く市町村及び当該市町村の民間事業者等を支援対象とする。

－ただし、市町村又は都道府県が事業主体に対して公的不動産等活用支援を行う事業であることを要件とし、事業主体に対する市町村の支援額と
補助基本額（補助対象事業費の２／３）に国費率を乗じて得られた額のいずれか低い額を国の支援額とする。

災害ハザード
エリア移転

○防災対策を位置付けた立地適正化計画に基づく、民間による「災害弱
者施設（病院、老人デイサービスセンター、乳幼児一時預かり施設等）」
の災害ハザードエリアから都市機能誘導区域への移転を促進するため、
当該事業の誘導整備にかかる補助対象事業費を1.2倍にかさ上げ。

【災害ハザードエリアから都市機能誘導区域への移転促進】

現 行

国

民間

民間

1/3

1/3

1/3

補
助
対
象
事
業
費

拡 充

民間

民間

2/5

2/5国

1/5

4/5

かさ上げ分
補
助
対
象
事
業
費
を

倍
に
か
さ
上
げ

1/3
1/5

2/3
補
助
基
本
額

補
助
基
本
額

2/3

1/3

1.2

＜補助対象事業費かさ上げのイメージ（民間直接補助の場合）＞

※赤字については、令和２年度の拡充事項

出典：「 水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会 第１回 資料３−２ P25 より
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防災集団移転促進事業

【事業の要件】

市町村は、移転促進区域の設定、住宅団地の整備、移転者に対する助成
等について、集団移転促進事業計画を定める。

住民の生命等を災害から保護するため、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進することを目的と
して、地方公共団体が行う住宅団地の整備等に対し事業費の一部を補助。

近年､激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、堤防整備等のハード整備のみならず、災害ハザードエリアからの事前の移転も重要
一方で、人口減少に伴う集落の小規模化や、事前移転のための合意形成の困難さ等の課題
集団移転に対して、より小規模な移転を対象とすることにより、事業を使いやすくし、災害が発生する前の集団移転を促進

国庫補助の対象となる経費 （補助率３／４）

① 住宅団地の用地取得及び造成に要する費用

（当該取得及び造成後に譲渡する場合を除く）

② 移転者の住宅建設・土地購入に対する補助に要する経費
（借入金の利子相当額）

③ 住宅団地に係る道路、飲用水供給施設、集会施設等の公
共施設の整備に要する費用

④ 移転促進区域内の農地及び宅地の買取に要する費用
（やむを得ない場合を除き、移転促進区域内のすべての住宅の用

に供する土地を買い取る場合に限る）

⑤ 移転者の住居の移転に関連して必要と認められる作業所
等の整備に要する費用

⑥ 移転者の住居の移転経費（引っ越し費用等）に対する補助
に要する経費

⑦ 事業計画等の策定に必要ね経費 （補助率１／２）

移転促進区域の設定
自然災害が発生した地域又は災害のおそれのある災害危険区域
※事業区域を建築基準法第39条の災害危険区域として建築禁止である旨

を条例で定めることが必要

住宅団地の規模
10戸以上（かつ移転しようとする住居の数の半数以上）であることが必要
ただし、浸水想定区域・土砂/津波/火山災害計画区域（地域）であって、堤

防等の治水施設整備が不十分な場合は、５戸以上（事前移転の促進）

移転促進区域

住宅団地
集団移転

②移転者の住宅建設･土地購入に対する補助

⑥移転者の住居の移転に
対する補助

④移転促進区域内の農地及び
宅地の買取

①住宅団地の用地取得造成

③,⑤公共施設等(道路､公園､集会所､
共同作業所等)の整備

防災集団移転促進事業の効果事例（青森県黒石市）
○ S50.8：集中豪雨により川沿い

の集落が被災
○ 被災を契機に、近隣の高台に集団

移転（27戸が移転）
○ S52.8：集中豪雨により再び氾濫

従前地は浸水したものの、移転団
地は被害なし

集団移転により浸水被害を防止

背景・目的

※赤字については、令和２年度の拡充事項

出典：「 水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会 第１回 資料３−２ P26 より
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立地適正化計画に跡地等管理区域として位置付けられ
た区域等における建築物跡地等の適正管理を支援
- 跡地等の適正管理に係る方策を検討するための調査
- 跡地等管理協定を締結した建築物跡地等の管理

のための 専門家派遣及び管理上必要な敷地整備

○ 防災対策を位置付けた立地適正化計画に基づく、居住誘導区域外の災害ハザードエリアから、居住誘導区域内への
居住機能の移転促進に向けた調査への支援を追加。

対象計画：①立地適正化計画
②ＰＲＥ活用計画
③広域的な立地適正化の方針
④低炭素まちづくり計画

■ 計画策定の支援

専門家の派遣等を通じて以下の取組を支援
-計画策定に向けた合意形成
-計画に基づく各種施策の推進のための合意形成

■ コーディネート支援

■建築物跡地等の適正管理支援

誘導施設等の跡地の除却処分・緑地等整備の支援
- 医療施設、社会福祉施設等（延床面積1,000㎡、500㎡以上※ ）
- 商業施設（上記と一体的に立地するもの）

※人口10万人未満かつ人口減少率が20％以上の都市のみ

コンパクトシティ形成支援事業の概要補助対象者(直接補助:1/2、上限550万円まで定額※)

地方公共団体（①～④）
市町村都市再生協議会（①のみ）
ＰＲＥ活用協議会（②のみ）
鉄道沿線まちづくり協議会（③のみ）

※人口10万人未満かつ人口減少率が20％以上の都市のみ

■ 誘導施設等の移転促進の支援

補助対象者(直接補助:1/2)

地方公共団体
民間事業者等

補助対象者(間接補助:1/3)

民間事業者等

補助対象者(直接補助:1/2)

地方公共団体
民間事業者等

補助対象者(間接補助:1/3)

民間事業者等

補助対象者(直接補助:1/2)

地方公共団体
民間事業者等

補助対象者(間接補助:1/3)

民間事業者等

コンパクトシティ形成支援事業（集約都市形成支援事業）

防災対策を位置付けた立地適正化計画に基づく居住誘導
区域外の災害ハザードエリアから、居住誘導区域内への
居住機能の移転促進に向けた調査を支援

■ 居住機能の移転促進に向けた調査支援 補助対象者(直接補助:1/2※)

地方公共団体
※上限500万円

R2拡充

（調査内容の具体例）
○ 集落における移転の意向
○ 望まれる移転先の場所
○ 集落に住む居住者の属性、親族関係、及び親族の意向
○ 移転先に望まれる施設や機能
○ 移転に必要な費用の算定希望額
○ 移転後の跡地の処理方法
○ 必要な相談体制
○ 移転先における居住体験と評価
○ 移転計画のモデル的な実施

※赤字については、令和２年度の拡充事項

出典：「 水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会 第１回 資料３−２ P27 より
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令和元年10月の台風19号の発生等に伴い、洪水等による災害が多発したことを踏まえ、災害に対し脆弱な地
域等において、浸水対策を総合的に実施（止水板の設置、非常用発電設備の設置、雨水貯留槽の設置、一
時避難施設等の設置 等）し、マンション等の浸水被害の防止に資する市街地再開発事業等を推進し、都市の
防災対策を推進する。

防災性能向上等の緊急的な政策課題に
対応した、質の高い施設建築物を整備する
市街地再開発事業等の緊急的な促進
R２拡充事項として、「雨水貯留浸透施設
の整備」を選択要件（防災対策）に追加

浸水想定区域を含む地区において、市街地
再開発事業で整備する公共施設建築物に
おいて、浸水対策を推進

市街地再開発事業（交付金） 防災・省エネまちづくり緊急促進事業（補助金）

○大船駅北第二地区（神奈川県横浜市）

横浜市栄区 洪水ハザードマップ

大船駅北第二地区

砂押川
柏
尾
川

雨水貯留浸透施設のイメージ

非常用発電設備のイメージ

止水板のイメージ 江戸川氾濫時 浸水マップ

○南小岩六丁目地区（東京都江戸川区）

南小岩六丁目地区

防災性能の向上等に対応した市街地再開発事業等の促進

整備イメージ

※赤字については、令和２年度の拡充事項

出典：「 水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会 第１回 資料３−２ P28 より 24-60-



○居住誘導区域内の浸水被害の防止・低減を図るため、都市再生区画整理事業を拡充し、立地適
正化計画に位置づけた防災対策として実施する土地区画整理事業について、一定の要件を満たす
場合に、土地の嵩上げ費用を補助限度額の算定項目に追加。

土地区画整理事業による土地の嵩上げに対する支援

【土地の嵩上げによる浸水対策のイメージ】

居住誘導区域内の浸水想定区域で土地区画整理事業を実施

区画整理事業にあわせて土地の嵩上げをすることにより、地区内の浸水被害を軽減

※赤字については、令和２年度の拡充事項

土地の嵩上げ

出典：「 水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会 第１回 資料３−２ P29 より 25

○ 滋賀県は、「滋賀県流域治水の推進に関する条例」を定め、浸水危険性の高い地域について土地利用規制や
建築行為の許可制を講じている。

○ また、洪水予報河川や水位周知河川のほか、県下の主要な一級河川・普通河川・水路等の様々な規模の降
雨による氾濫などを想定した水害リスク情報を、「地先の安全度マップ」として公表し、土地利用や住まい方、
避難行動につなげるための基礎資料として活用。

条例による流域対策の事例（滋賀県流域治水の推進に関する条例）

① 居室の床面または避難上有効

な屋上の高さが想定水位以上
である。

② 想定水位下の主要構造部が鉄

筋コンクリート造または鉄骨造
である or 当該建築物の地盤面
と想定水位との高低差が3メー
トル未満である。

③ 浸水が生じた場合に確実に避難できる

要件（広さ、距離、経路、管理状況等）
を満たす避難場所が付近にある。

避難場所

地盤面

想定水位

大津市の表示例：最大浸水深図（1/200）

対象河川等
県下の主要な一級河川（約240 河川）に加え、主要な
普通河川、雨水渠および農業用排水路
⇒河川からの氾濫だけではなく、内水氾濫も考慮

設定外力（降
雨）

「比較的頻繁に想定される大雨(1/10)」から「計画規
模を超える（一級河川整備の将来目標を超える）降
雨規模（1/100, 1/200）」を想定
・降雨規模： 1/10, 1/100, 1/200

表示情報

・被害発生確率（床上浸水(浸水深0.5m以上)、家屋水
没(浸水深3m 以上)、流体力2.5m3/s2 以上）
・最大浸水深
・流体力(=浸水深×氾濫水の平均流速の2 乗)

知事は、200 年確率の降雨が生じた場合に、想定浸水深がおおむね３
メートルを超える土地の区域を浸水警戒区域を指定することができ、区域
内での住居等の建築に際しては知事の許可が必要となる（以下の①～③
を確認）。

10年確率降雨時における浸水深が50㎝以上となる土地の区域では、盛
土などにより一定の対策が講じられなければ、原則として市街化区域に
編入しないことを規定。

浸水警戒区域における建築物の建築の制限（条例第14条）

浸水警戒区域における建築物の建築の制限（条例第24条） 地先の安全度マップの公表

流域対策の取組状況

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第１回 資料３ P36 より 26-61-



滋賀県：水害に強い安全安心なまちづくり推進事業費補助金

助成対象住宅

補助対象工事

補助対象経費

補助対象区域および補助対象建築物

条例第13条に基づき、浸水警戒区域に指定された時点で区域内に現存する建築物のうち、第15条第1項第1号（想定水位以
上に１以上の居室を有する住宅等）および2号（同一敷地内の別棟が想定水位以上に１以上の居室を有する場合等）を満たさ
ない既存不適格住宅から適格住宅に改善する（耐水化）経費に対して支援する。

事業主体・実施主体
○ 事業主体：市町（補助金は市町を経由）
○ 実施主体：建築主（所有者または世帯主）

○ 工事費、解体除却費、測量調査費
条例第13 条第2 項に定める想定水位以上に居室の床面等が確保されるよう行われる盛土工事や擁壁工事による嵩上げおよび

それに関連する地盤改良、測量調査、避難空間の確保等の費用。また、増改築を伴わず嵩上げのみの場合は、曳家工事を含める
ことが出来る。なお、補助対象となる嵩上げ高は、想定水位高と嵩上げ地盤面との差を2ｍ99cm とするのに必要な高さとする。

１戸当たりの嵩上げ等にかかる対象工事費の1/2 とする。ただし、補助金額は以下の算定により決定する。
（補助率 県：1/2 市または補助対象者：1/2）

補助金額については、実施主体が行う工事費（建築主の見積もり額）×1/2、県が算定する標準工事費×1/2、補助上限額400
万円のいずれか安価な額を採用する。

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第２回 資料４ P44 より 27

水害予防住宅高床工事助成制度（中野区）

背景 都市化に伴う河川の氾濫被害が増加したことから、東京都と共同して、1982 年に高床助成を開始。
その後、助成件数の減少に伴い、高床助成は一旦廃止された。しかし、2005 年 9 月の集中豪雨に
より、神田川水系の妙正寺川、善福寺川等の流域で生じた浸水被害を受けて、中野区は 2005 年
に高床助成を再開した。

補助対象 【助成対象地域】
浸水実績がある地域で、河川整備の進捗状況から現在も浸水するおそれの高い地域。

【助成対象となる高床化工事基準】
1．高床の高さは、敷地面から床面まで0.75メートル以上とする。
2．床下空間は、0.5メートル以上確保する。
3．新築の場合の高床構造はスラブ型式とする。
4．床下部分は、コンクリート構造などの浸水に耐える構造かつ通水が容易であること。
5．高床の基礎構造部に設ける通水口は、幅50センチ

メートル以上、高さ25センチメートル以上とする。
6．通水口の開口部は、外周基礎にかかる開口部総延

長が、外周基礎延長の10パーセント以上とする。
7．床下部分の通水口は、2または3方向以上確保すること。
8．建築基準法その他関係法令に適合するものであること

補助内容 【補助額】
住宅などの高床化工事にかかわる高床部分の床面積に、標準工事費単価を乗じた額の2分の
1（千円未満は切り捨て）とし、200万円を限度とする。

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第２回 資料４ P81 より 28-62-



○氾濫水を早期に排除するための排水門の整備や排水機場等の耐水化等を推進

排水機場の耐水化

止水板の設置電源設備等の嵩上げ

排水ポンプ車による緊急排水

迅速な氾濫水排除のための
排水門の整備

氾濫

29

⑤被害範囲を減らす二線堤等の整備

浸水エリアを氾濫拡大の抑制と氾濫水の排除等

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第３回 資料３ P67 より 29

・潤和会記念病院（宮崎県宮崎市）は、平成17年台風14号により病院が浸水。MRIやCTスキャンなどの医療機器や、非常用発電機、受電設備等の電
気設備が破損

・近隣避難者も含め約1,000名（うち患者約500名、職員約400名）が孤立し、水、食料、一部の薬品が不足。

・災害を契機に、MRI、CTスキャン、電気設備、配電盤等の上階への移設、止水板の設置、備蓄品の増量などの対策を行うとともに、水害対策マニュ
アルを作成し、止水板の設置や新たに購入したボートの取扱いの訓練を実施

止水板のための角落としの設置
北館正面玄関 別棟への連絡通路 北側１階の窓 非常階段

非常用発電機や配電盤を高所へ移動

発電機(新)

発電機(旧)

浸水深ライン

発電機(新)

燃料タンク(新)

配電盤

出典）ヒアリングより

受電設備(新)

受電設備(旧)

防災関係機関、公益事業者等の業務継続計画策定等

【出典：中央防災会議「大規模水害対策に関する専門調査会報告」（平成22年4月）より作成】

○防災関係機関等が、応急活動、復旧・復興活動等を継続できるよう、市役所等の庁舎や消防署、
警察署、病院等の重要施設の浸水リスクが低い場所への立地を促進するための方策や、浸水防
止対策の実施、バックアップ機能の確保等の業務継続計画の策定を促進するための方策を検討

出典：「水災害分野における気候変動適応策のあり方について～災害リスク情報と危機感を共有し、減災に取り組む社会へ～答申」参考資料 P.73より 30-63-



内水対策

31

排水施設（排水機場）の活用事例

○ 排水機場における見込み運転（予備排水）による湛水被害の防止
○ 排水機場の耐水化により機場の浸水リスクを回避し、豪雨時における地域の湛水被害を防止

排水機場全景

浸水想定水位
出入口

・ ハザードマップの浸水想定水位に基
づき建屋の腰壁を地盤より１ｍ程度の
高さに設置
・ 電気室の床面を腰壁高に設置

○排水機場の耐水化 【旧木山川排水機場】

・搬入口に角落ゲートを設置

※信濃川水系（信濃川下流）流域治水協議会資料を編纂

（主な支援事業）
水利施設等保全高度化事業

排水機場の耐水化により、豪雨時に運転停止を回避し、地域の湛水被害を防止

○排水機場の予備排水
【北陸農政局 亀田郷（かめだごう）地区 親松（おやまつ）排水機場】

排水機場全景

※豪雨に対する備えと対応（参考事例集）排水機場編（農林水産省農村振興局）を編纂

見込み運転（※見込み運転について規定するマニュアル（抜粋））
２．「降水量観測・降雨等予測時の見込み運転」

郷内の降雨状況にあわせ鳥屋野潟水位を見込み運転により、事前に低下
させる

①大雨・洪水注意報が発表された場合、「-2.65m」を目処とする
②大雨・洪水「警報」が発表された場合、「-2.70m」を目処とする

（事例）
新潟・福島豪雨（平成23年７月）
・7月28日から30日にかけて319mmの降雨を記録。
・鳥屋野潟の最高水位-1.50mを超えないよう、28日0時から排水機場の

ポンプを段階的に見込み運転（予備排水）を開始
・30日10時に最高水位-1.49mに達したが、それ以上の上昇を回避

気象庁の予報と鳥屋野潟の水位から見込み運転（予備排水）を実施

-1.50m（最高水位）

-2.65m
-2.70m

大雨洪水
注意報発表

大雨洪水
警報発表

見込み運転により
事前に水位を低下

信濃川

P
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その他

33

農業用ため池の活用事例

○ 地方自治体においては、農業用ため池が有する洪水調節機能を積極的に活用
○ 洪水吐きスリットの設置等について、農林水産省は農村地域防災減災事業、農業水路等長寿命化・

防災減災事業により支援

洪水吐きスリットは、側水路型や正面越流型の洪水吐の一部の切欠
のことであり、スリットの深さに対応した空容量を確保することにより、農
業用ため池が有する洪水調節機能を強化する。

兵庫県での事例

洪水吐きスリット※

全国のため池の分布
（令和２年３月時点）

（支援事業）

-地方公共団体が行う洪水調節のための洪水吐きスリット設置等に対しては、農村地域防災減災事業により支援

-地方公共団体が行う避難対策としてのハザードマップ作成に対しては、農業水路等長寿命化・防災減災事業により支援

但馬 232 ヶ 所

丹波 678 ヶ 所

阪神 3,715 ヶ 所

播磨 8,283 ヶ 所

淡路 11,492 ヶ 所

（洲本市上大池） （H26.10 淡路市黒田池）

台風前に落水したため池

全国 159,543カ所

兵庫県ため池分布図
（平成31年4月時点）
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令和３年度予算概要より一部抜粋

①国土交通省

②農林水産省

参考資料４
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農業の成長産業化に向けた農業生産基盤整備
（農業競争力強化対策）

担い手への農地集積や農業の高付加価値化を図るため、農地
中間管理機構との連携等により、農地の大区画化や汎用化・畑
地化、畑地かんがい施設の整備等を推進します。また、水利用の
高度化や水管理の省力化を図るため、パイプライン化やICTの
導入等により、新たな農業水利システムの構築を推進します。

２．農業水利施設の戦略的な保全管理、防災・減災対策
（国土強靱化対策）

農業水利施設の更新・長寿命化・耐震化、農地の湛水防止
対策、ため池の防災・減災対策、農業用ダムの洪水調節機能
強化等を推進します。

３．農村整備（田園回帰・農村定住促進）
農村に人が安心して住み続けられる条件を整備するため、集落
排水施設や農道等の整備を推進します。

既に標準耐用年数
を超過した施設
5.0兆円

（全体の26％）

さらに今後10年のうちに
標準耐用年数を超過する

施設を加えると
7.8兆円（全体の40％）

全体
19.3兆円

45 農業農村整備事業＜公共＞

＜対策のポイント＞
農業の競争力強化のための農地の大区画化や汎用化・畑地化、新たな農業水利システムの構築、国土強靱化のための農業水利施設の適切な更新・長
寿命化、ため池の防災・減災対策や農業用ダムの洪水調節機能強化、集落排水や農道等の生活インフラの整備等を推進します。

＜事業目標＞
○ 担い手が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］
○ 基盤整備完了区域（水田）における作付面積（主食用米を除く）に占める高収益作物の割合の増加
○ 機能保全計画に基づく適時適切な更新等を通じ、安定的な用水供給と良好な排水条件を確保
○ 農地及び周辺地域の湛水被害等の防止

＜事業の流れ＞

国

都道府県

都道府県

市町村等

1/2等

1/2等

［お問い合わせ先］農村振興局設計課（03-3502-8695）

農業の成長産業化に向けた農業生産基盤整備
農業水利施設の
戦略的な保全管理

農業・農村の強靱化に
向けた防災・減災対策

⚫農地整備を通じた農地集積・集約化の例

農業競争力強化対策

⚫汎用化の例

農家数 戸当たり規模

３６３戸 ０．６ｈａ／戸

：自家消費希望者

凡 例

Ａ経営体 55ha

Ｂ経営体 83ha

Ｃ経営体 43ha

自家消費農家 51ha

農家数 戸当たり規模

３６３戸 ０．６ｈａ／戸

：集落営農参加合意者

：自家消費希望者

計画現況

⚫大区画化の例

事業実施前 事業実施後 汎用化水田でのレタスの栽培

水管理のICT化

土地改良区による管理 大規模・少数の
担い手による管理

自動ゲート化

⚫新たな農業水利システム（イメージ）

分水
施設

取水
施設

水位･水温の確認
用排水の遠隔操作

面的集積

田 大
豆

麦

調整
施設

自動給水栓

水路のﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ化

中央管理所

⚫ため池の整備

⚫施設の耐震化

耐震化後の頭首工堰柱

農業水利施設の
戦略的な保全管理

農業・農村の強靱化に
向けた防災・減災対策

国土強靱化対策

堰柱を拡幅

耐震化前の頭首工堰柱

改修後の堤体

改修前の堤体

⚫基幹的農業水利施設の
標準耐用年数の超過状況

⚫農業水利施設補修による
長寿命化対策

水路の機能診断

補修

注）受益面積100ha以上の農業水利施設の
資産価値（再建設費ベース）

【令和３年度予算概算決定額 333,256（326,436）百万円】
（令和２年度第３次補正予算額 185,519百万円）

※ 事業の一部は、直轄で実施（国費率2/3等） -72-



67 森林整備事業＜公共＞
【令和３年度予算概算決定額 124,803（122,261）百万円】

（令和２年度第３次補正予算額 49,600百万円）

＜対策のポイント＞
カーボン・ニュートラル及びグリーン社会の実現に向けて、温室効果ガスの吸収源となる森林資源を適切に管理し、国土強靱化や林業の成長産業化等にも貢

献するため、間伐や主伐後の再造林、幹線となる林道の開設・改良等を推進します。

＜事業目標＞
森林吸収量2.0%以上（平成25年度比）の確保に向けた間伐の実施（令和３年度から令和12年度までの10年間の年平均：45万ha）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．間伐や路網整備、再造林等

① 再造林や間伐等の森林整備を推進することで、健全な森林を育成します。
② 森林資源が充実した区域等において、路網をバランスよく整備します。
③ 防災上重要な幹線林道の開設・改良を支援し、林道の強靱化を推進します。
④ 林道施設のPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を支援します。

２．台風等の気象害を受けた被害森林や奥地水源林の整備

① 気象害等の被害森林や奥地水源林等について、公的主体による復旧・整備を推
進します。

② 重要インフラ施設周辺の森林整備を支援することで災害の未然防止につなげます。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］林野庁整備課（03-6744-2303）

国
都道府県、市町村、森林所有者等

1/2、3/10等

定額

（１、２の事業）

（２の事業の一部）

※ 国有林においては、直轄で実施

国立研究開発法人森林研究・整備機構

森林環境保全直接支援事業 23,810（23,491）百万円
森林資源循環利用林道整備事業 2,448（2,051）百万円
林業専用道整備事業 563（1,017）百万円
山村強靱化林道整備事業 2,500（ー）百万円
林道施設PCB廃棄物処理促進対策事業 52（ー）百万円

特定森林再生事業 1,919（2,399）百万円
水源林造成事業 25,247（25,247）百万円

幹線となる道の整備

森林の多面的機能の発揮に向けた森林整備

コンテナ苗による再造林利用間伐の実施
奥地水源林の整備による
水源涵養機能の強化

激甚化する自然災害への対応【山村強靱化林道整備事業】

近年、豪雨・台風災害が激甚化・頻発化する中で、持続的な森林経営の実現に向けて強靱で災害
に強い幹線林道を早急に開設・改良

災害に強い幹線林道の開設

豪雨等への強靱化対策

路網ネットワーク
を形成するため
森林作業道、林
業専用道、林業
生産基盤整備道
をバランスよく整備

間伐等により、
適切な森林管
理と木材の利
用促進を両立

○事業対象
公道等に接続している林道（林道規程に基づく「幹線」）であって、地域防災計画等の警戒避難

体制の整備に関する計画において代替路と位置付けられる予定のもの

※ 上記の施策を活用し、流域治水の取組等と連携して対策を推進します。

※ このほか、令和２年度補正予算「森林整備による防災・減災対策」及び「合板・製材・
集成材国際競争力強化・輸出促進対策」において森林整備事業を実施。

公道等に２箇所以上接続する
林道の改良の補助率：3/10→1/2

改良により既設林道の強靱化を推進

公 道

災害時の代替路としての活用

暗渠工の設置

法枠工の設置
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．災害リスクの高い地域における総合的な山地災害対策の推進
豪雨等に見舞われた地域を対象として、崩壊危険箇所の把握に効果的なレーザ計測

等を取り入れるとともに、警戒避難体制整備、治山施設の設置等のハード・ソフト対策
を一体的に行う取組を推進します。

２．山地尾根部における崩壊予防等予防治山対策の推進
山地尾根部の崩壊による甚大な災害が発生している中、被害を未然防止するための
崩壊予測・発生源対策を推進します。

３．流木災害の未然防止に向けた保安林整備の推進
豪雨による流木発生リスクの増大を踏まえ、被害の未然防止のため、危険木の除去
及びこれと一体的に実施する保安林整備を推進します。

４．効率的な復旧対策のためのICT施工等新技術導入の推進
災害の多発化・激甚化に伴い難工事が増加する中、施工の効率化のためのICTを
活用したリモート施工など新技術の導入を推進します。

ため池等への被害抑制のための治山対策推進
農山漁村地域整備交付金の取組として、農地防災の取組と連携したため池・農地等
の上流部における治山対策を推進します。

※ 上記の新規施策等を活用し、流域治水の取組等と連携して対策を推進します。

68 治山事業＜公共＞
【令和３年度予算概算決定額 61,948（60,703）百万円】

（令和２年度第３次補正予算額 46,100百万円）

＜対策のポイント＞
激甚な山地災害からの復旧とともに、地球温暖化の進行に伴う短時間豪雨の発生回数や総降水量が増加傾向にある中、山地災害の発生リスクの増大を踏

まえ、山地災害危険地区における災害リスクの把握や治山施設の設置等のハード・ソフト一体的な対策、流木対策等の治山対策を強化します。

＜事業目標＞
周辺の森林の山地災害防止機能等が適切に発揮された集落の増加（約56.2千集落［平成30年度］→約58.6千集落［令和５年度まで］）

＜事業の流れ＞

国 都道府県
1/2等

［お問い合わせ先］林野庁治山課（03-6744-2308）

○災害リスクの高い地域における総合的
な山地災害対策の推進

○山地尾根部における崩壊予防等予防治山
対策の推進

○効率的な復旧対策のためのICT施工
等新技術導入の推進

ドローンレーザによる
崩壊危険箇所の把握

豪雨等により災害発生のリスクが高まった地域に
おいて、地域全体の激甚な山地災害発生を未然防止

山地災害の発生予測

尾根部からの大規模崩壊発生
を踏まえ、山地災害の発生予測
や発生源対策の取組を推進

施工条件が厳しい急傾斜地
等での復旧対策として、ICT
施工等の新技術導入を推進

短時間豪雨等に伴う流量の増大を踏まえ、危険木の除
去及びこれと一体的に実施する保安林整備を推進

山地尾根部

急傾斜の
大規模崩壊地

運搬性や施工性に優れた
施工方法の導入

事業体の省力化や非接触化
等に資するレーザスキャナ

による施工箇所の現況調査

崩壊の発生を未然に抑制
する対策の実施

※ 国有林や民有林のうち大規模な山腹崩壊地等においては、直轄で実施

○流木災害の未然防止に向けた保安林
整備の推進

危険木除去

治山施設の設置

豪雨により流木化するおそれ
のある危険木

（関連事業）

土石流センサー
の設置

※ このほか、令和２年度補正予算「治山施設等の防災・減災対策」において治山対策を実施。
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